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 午前 ９時５９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員24名であります。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は議事日程第２号により進めます。 

 

 

 

日程第１ 一般質問 

 

○鳥海隆太議長 日程第１、一般質問を行います。 

  順次発言を許可いたします。 

  一つ、本市における地球温暖化対策の取り組み

は、８番髙橋英夫議員。 

  〔８番髙橋英夫議員登壇〕（拍手） 

○８番（髙橋英夫議員） おはようございます。 

  日本共産党市議団の髙橋英夫です。 

  私がトップバッターを務めますのはちょうど１

年前の12月議会以来２回目でございます。ここま

で18回の質問に立っておりますので、確率として

18分の２ですので、まあまあ高目の確率だと言え

るのかなと思っております。 

  きょうは地球温暖化対策についての質問をいた

しますけれども、せんだっての市長選挙で当選さ

れました中川市長には、この大きなテーマでござ

いますが、米沢市ではまだまだ施策としては私は

弱いのではないかという意味合いできょうは質

問いたしますけれども、ぜひ重要な施策として、

中川市長のトップとしての英断をぜひ発揮して

いただいて、米沢市が全国でも先頭を切るような

地球温暖化対策、こういった施策を講ずるような、

そういった施策展開をしていただきたいという

ことを願いつつ質問に入りたいと思います。 

  今、世界各地でかつてない豪雨や海面上昇、記

録的な熱波などの異常気象が起きています。日本

を襲った台風15号、19号による農林水産関係の被

害額は、農水省によると3,800億円を超えました。

背景には海水温上昇など世界的な気候変動があ

ると指摘されています。 

  各国の首脳らが、2020年以降の地球温暖化対策

の国際的枠組み「パリ協定」に基づいて地球温暖

化対策を加速する方策を提示する国連気候行動

サミットが本年９月にニューヨークの国連本部

で開催されました。グテレス国連事務総長は気候

変動対策を「私たちの生存がかかっている」とし、

またこの会議でスウェーデンの環境活動家、16歳

のグレタ・トゥーンベリさんが世界に向かって次

のように訴えました、「被害を受けている人たち

がいる。死につつある人たちがいる。生態系全体

が崩壊しつつある。私たちは大量絶滅のとば口に

ある」と。そしてまた各国の首脳に対しこう言い

ました。「未来の世代の目は皆さんに注がれてい

る。私たちを裏切るなら絶対に許さない」と声を

震わせ訴えました。その姿は世界中の若者の心に

響き、かつてグレタさんがたった１人で始めた議

会前での学校ストライキは全世界に広がり、185

カ国700万人が街頭に繰り出し、各国政府に早急

な対策を求めて声を上げています。 

  ことし９月の世界気象機関の報告書によると、

2014年から2019年までの５年間の世界の平均気

温は観測史上最も高くなり、産業革命前と比べて

既に1.1度上昇し、海面上昇も著しい上昇が見ら

れたと強調しています。代表的な温室効果ガスで

ある二酸化炭素の排出量が過去最高になったこ

とが要因だとして、その削減対策が急務だと指摘

しています。 

  深刻化する地球温暖化を前に、世界の平均気温

上昇を産業革命前と比べ２度より十分低い1.5度

に抑える努力目標を掲げたパリ協定が2015年に

パリで開催された国連気候変動枠組み条約、第21

回締約国会議（ＣＯＰ21）で採択されました。協

定は、21世紀後半までに人間活動による温室効果

ガス排出量を実質ゼロ、これは排出量と吸収量を

均衡させる実質ゼロとする方向性を打ち出しま

した。 
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  さらに、昨年10月には、国連の気候変動に関す

る政府間パネル（ＩＰＣＣ）が、1.5度上昇した

世界の姿に焦点を当てた「1.5度特別報告書」を

発表しました。世界の平均気温は既に１度上昇し、

現在のペースで地球温暖化が進めば2030年から

2052年の間に1.5度に到達する可能性が高いと発

表、パリ協定に提出されている各国の目標では３

度の上昇が見込まれると指摘しています。 

  報告では、気温が２度上がると1.5度の場合より

も東アジアや北アメリカなどで強い降水現象や

熱帯低気圧のリスクが高まると強調、世界の平均

海水面は1.5度の気温上昇でも2100年までに26セ

ンチから77センチ上昇し、２度の場合より上昇幅

は約10センチ低く、被害を受ける人たちは最大約

1,000万人減少するだろうと推計しています。報

告書は、1.5度に抑えるためには二酸化炭素の排

出量を2030年までに2010年比で45％削減し、2050

年には実質ゼロにする必要があるとしました。 

  地球温暖化の脅威に対し、国際社会、市民社会

が立ち上がっています。国連気候行動サミットで

は先進国を中心に77カ国が2050年までに温室効

果ガスの排出実質ゼロを約束し、70カ国が2030年

までに国別目標を引き上げる意思を表明しまし

た。カナダ、イギリスなどやアメリカ・カリフォ

ルニア州などの自治体、企業は、2030年までに石

炭火力発電の廃止を目指す脱石炭連盟をつくっ

ています。昨日12月２日からはパリ協定の実施規

則などをまとめるＣＯＰ25がスペイン・マドリー

ドで開催されています。各国の削減目標や行動の

引き上げなどが早急に求められています。 

  一方で、世界には逆行する動きもあります。ア

メリカのトランプ大統領が先月パリ協定からの

離脱を国連に正式に通告しました。温室効果ガス

で中国に次いで世界第２位の大量排出国の離脱

は内外から批判されています。 

  日本はどうでしょうか。 

  ９月の国連気候行動サミットでは、小泉進次郎

環境大臣が出席したことをテレビメディアが大

きく取り上げていました。実際には、グテレス事

務総長が具体的な計画を持ってくるよう求めて

いたため、石炭火力の新設を進める日本には発言

の機会はありませんでした。 

  安倍政権が６月に決めた「パリ協定に基づく成

長戦略としての長期戦略」では2030年の削減目標

が2013年比でわずか26％、40％削減を掲げる欧州

などと比べ、主要国で最低レベルです。二酸化炭

素を大量に出す石炭火力の進行中の計画は日本

国内で22基にも及び、政府は海外の石炭火力へ公

的支援を進め、輸出を推進する方針です。排出量

で世界第５位の責任を全く果たしておらず、世界

から批判の的になっています。 

  ことし９月の持続可能な開発目標に関する国連

の最新報告書では「最も緊急に行動が必要な分野

が気候変動だ。影響は破局的で、取り返しがつか

なくなってしまう。気候変動に対し決定的な行動

をとる時間はなくなっている」と強調しています。 

  ところで、私たち米沢市の地球温暖化対策はど

うなっているでしょうか。 

  議員の皆さんは、サイドブックスの中の市政協

議会のフォルダの中の本年７月26日分の配付資

料の中に「米沢市地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）」の本冊並びに概要編がありますので、

ぜひ開いてみてください。 

  この本冊の４ページには米沢市のこれまでの取

り組みが紹介されています。 

  1997年（平成９年）４月、米沢市環境基本条例

施行、2001年（平成13年）９月、条例に基づき米

沢市環境基本計画策定、2006年（平成18年）12月、

米沢市地球温暖化対策実行計画、2008年（平成20

年）３月、米沢市環境基本計画改訂版、2012年（平

成25年）10月、第２期米沢市地球温暖化対策実行

計画、2016年（平成28年）２月、第３期米沢市環

境基本計画、同時期に第２期米沢市地球温暖化対

策実行計画改訂版、そして本年９月からは計画期

間を本年から2030年（令和12年）までの12年とす

る米沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）
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及び同（事務事業編）がスタートしています。 

  実行計画にある温室効果ガス削減のための施策

展開には、１．低炭素・循環型社会の構築として

５項目、２．再生可能エネルギーの導入として２

項目、３．森林等の吸収源対策として４項目が挙

がっており、これらの取り組みに「市民、事業者、

ＮＰＯ等が参加しやすいよう積極的な広報、周知

の徹底に努めます」とあります。 

  そこでお伺いします。 

  米沢市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

並びに（事務事業編）は９月からのスタートであ

り、始まったばかりではありますが、1997年（平

成９年）４月施行の米沢市環境基本条例からです

と22年という積み上げがあります。本市における

地球温暖化対策の進捗状況はどうなっているで

しょうか。また、これらの取り組みの中でどんな

ことが課題となっているでしょうか。 

  以上を壇上からの質問といたします。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 初めに、本市における地

球温暖化対策の取り組みは、（１）第２期米沢市

地球温暖化対策実行計画の進捗状況はどうなっ

ているかの御質問にお答えいたします。 

  本市では、地球温暖化対策の推進に関する法律

に基づき、地方公共団体としての本市の事務事業

に関して、二酸化炭素などの温室効果ガス排出量

削減を目指す取り組みを行うため、平成18年12月

に米沢市地球温暖化対策実行計画を策定しまし

た。その後、平成24年10月に第２期米沢市地球温

暖化対策実行計画を策定、計画期間途中の平成28

年２月には国の施策の変化に対応するための改

訂を行い、継続して温室効果ガスの排出量削減に

取り組んでまいりました。 

  さらに、パリ協定の採択を受け改定された国の

地球温暖化対策計画に対応するため、今年７月に

現在の米沢市地球温暖化対策実行計画（事務事業

編）を作成したところです。 

  地球温暖化対策実行計画の進捗状況につきまし

ては、毎年ホームページ等で公表することとして

おり、直近の平成30年度の進捗状況では温室効果

ガス排出量実績は二酸化炭素に換算して１万

7,838.1トンであり、これは基準年である平成26

年度の1万9,852.5トンからの削減量で2,014.4ト

ン、削減率は10.1％でありました。第２期米沢市

地球温暖化対策実行計画における温室効果ガス

削減目標は平成32年度(令和2年度)までに4.9％

としており、目標達成となっております。 

  この削減目標達成のための取り組みの具体例と

しましては、公用車のエコドライブ実施や施設、

設備の効率的運転と適正な温度管理による燃料

使用量の削減が挙げられます。また、電気使用量

削減では、不要な照明の消灯、空調機の適正管理

とクールビズ及びウオームビズの実施、パソコン

等ＯＡ機器の節電モード設定、閉庁日のエレベー

ター運転台数を１台のみとすることなどに取り

組んできたところです。 

  こうした取り組みにより、市の各課から毎月の

燃料使用量や電気使用量の状況報告を四半期ご

とに事務局である環境生活課が取りまとめ、年度

ごとに集計した上で二酸化炭素排出量に換算し、

基準年度からの削減量を算定しているところで

す。 

  なお、今年度以降につきましては、米沢市地球

温暖化対策実行計画（事務事業編）における温室

効果ガス削減目標について、基準年度を平成25年

度として令和12年までに39.4％削減することを

目標としており、今後目標達成に向け、空調の適

正な温度管理や照明、照度の調整などによる運用

改善に関する取り組み、省エネルギー型の設備や

照明のＬＥＤ化など設備更新に関する取り組み、

太陽光発電設備など再生可能エネルギーの導入

に関する取り組みを推進していくこととしてお

ります。 

  実行計画の進捗管理につきましては、カーボン

マネジメント推進体制を構築し、ＰＤＣＡサイク
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ルとして計画推進、点検、評価、見直しと年度ご

との取り組みの実施状況をこれまで同様、市ホー

ムページで公表してまいります。 

  また、今年９月に策定しました米沢市地球温暖

化対策実行計画（区域施策編）でありますが、こ

れは米沢市全体から排出される温室効果ガスの

削減を推進する計画です。区域施策編につきまし

ては、地球温暖化対策の推進に関する法律第19条

に基づき、市はその区域の自然的、社会的条件に

応じて温室効果ガス排出の抑制等のための総合

的かつ計画的な施策を策定し実施するよう努め

ることとされているものです。 

  本市の区域施策編では、基準年度である平成25

年度と比較して、令和12年度までに温室効果ガス

の発生量を30.5％削減、令和32年度までに80％削

減することを目標としております。 

  低炭素・循環型社会の構築、再生可能エネルギ

ーの導入、森林等の吸収源対策を施策の柱として

今後取り組むこととしており、本市では具体的な

取り組みに市民、事業者、ＮＰＯ等が参加しやす

いよう積極的な広報、周知の徹底に努めてまいり

ます。 

  次に、（２）課題となっていることは何かとの

御質問にお答えいたします。 

  これまで地球温暖化対策について取り組んでき

た中で、市の事務事業に関しては運用改善などの

ソフト事業と設備更新といったハード事業実施

により温室効果ガス発生量の削減目標を達成し

てきたところですが、今後のより高い削減目標達

成にはハード事業の推進によるところが大きく

なると考えられます。ハード事業への投資により

温室効果ガス削減の効果は大きくなりますが、よ

り省エネ性能の高い設備更新にはそれなりに費

用がかかることが通常であり、公共施設等総合管

理計画や個別計画との整合を図るとともに、財政

的な課題との折り合いをどうつけていくかが課

題となると考えております。 

  また、米沢市の地域全体の計画である区域施策

編におきましては、市民、事業者、ＮＰＯ等及び

市の各主体の役割がある中で、ソフト事業、ハー

ド事業ともに市民、事業者の取り組みが積極的に

行われることが大切であり、地球温暖化対策に関

する意識醸成をいかにできるかが課題と考えま

す。そのため、市の情報提供、周知、意識啓発に

積極的に努めてまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  この計画によりますと、これから米沢市が新し

くつくるような施設にはこういった再生可能エ

ネルギーであったりＢＥＭＳと言われるビルデ

ィング・エネルギー・マネジメントシステム、こ

ういった考え方を取り入れるというふうに読み

取れますが、今建設中の市の庁舎に関してはこう

いったＢＥＭＳといった考え方の導入はどうな

っているでしょうか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず庁舎について申し上げれ

ば、照明については全てＬＥＤ化いたしますので、

それに伴いまして消費電力量は大分減ると考え

ております。 

○鳥海隆太議長 杉浦建設部長。 

○杉浦隆治建設部長 私からもつけ加えて説明させ

ていただきます。 

  新庁舎へのＢＥＭＳ、いわゆるビルエネルギー

管理システムの採用につきましては、基本計画段

階から検討しておりましたけれども、導入したと

きの各設備系統への数多くの計測機器や集中管

理システム等のイニシャルコスト面、そして監視

項目データを分析して設備機器稼働を最適化運

転させるためには熟知したエネルギー管理専門

者の配置を要するなどランニング面を考慮いた

しますと、新庁舎の場合、それよりは制御性がよ

くて、省エネ、環境性能がよい設備機器を採用し

て、それを個別的に最適化運転するシンプル管理
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方法に外壁や窓などの断熱性のアップなどを加

え、建物全体で熱エネルギー費用やＣＯ２排出量

の削減を図ったほうが有利であるとした設備計

画を立てましたので、新庁舎の場合、ＢＥＭＳの

採用までには至っていないところでございます。 

  なお、新庁舎は、建築物省エネ法の適合義務づ

け建築物となっておりますので、省エネ基準を満

たす建物であって、ＣＡＳＢＥＥ（建築環境総合

性能評価システム）とありますけれども、こちら

でＡランク（大変よい）を目指す設計で進めてい

るところでございます。そういったところでござ

いますので、よろしくお願いいたします。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 同様に、先日完成した上

郷コミュニティセンター、こちらについてはいか

がですか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 コミュニティセンターに

ついては、こういった総合的なエネルギー管理シ

ステムを導入するまでの規模でないということ

で、先ほど建設部長が申し上げましたように、施

設全体として省エネの構造にしているという状

況でございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） それでは、今後予定され

ている市立病院や、あるいはその後の新中学校、

こういった建設に関してＢＥＭＳを取り入れる

という予定、計画はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡辺市立病院事務局長。 

○渡辺勅孝市立病院事務局長 今、市立病院につき

ましては、基本設計ということで、各配置を決め

ております。その中で、エネルギー関係につきま

しては、エネルギーセンターというものを外部業

者にお願いして運営する予定でございます。ただ、

前提条件としまして、市立病院と三友堂病院、そ

れにアメニティセンターを一体的に管理するエ

ネルギーセンターになりますので、当然そこの中

ではエネルギー運用の効率性が重視されるかと

思います。 

  当然、病院ですので、安定供給が最優先されま

すけれども、今、議員御指摘のＢＥＭＳについて

も、業者からの提案があれば検討してまいりたい

と考えております。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 今後、さまざま小学校、

中学校の整備を予定しているわけですけれども、

現在、ＢＥＭＳ等の導入までは考えていないとこ

ろであります。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 先ほど市の庁舎に関して、

全面的にＬＥＤを採用するということで、省エネ

の基準を満たすという話がありましたけれども、

計画の中には既存の建築物もどんどんそういっ

たものを導入していくという文言がございます。

今、米沢市内の公共施設においてＬＥＤ化という

のはどの程度進んでいるでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 本市の公共施設の新設ま

たは更新の際には、維持管理費の削減とかあるい

は省エネルギーによる地球温暖化防止のために

も積極的にＬＥＤ照明を設置していきたいと考

えております。公共施設等総合管理計画におきま

しても省エネ型の設備の採用を掲げているとこ

ろであります。 

  公共施設全体での照明のＬＥＤ化率について調

査したものはございませんが、最近のＬＥＤ照明

設置の例を挙げますと、平成26年度に改築された

第四中学校、平成28年に開館しましたナセＢＡの

建設に当たって、可能な限りＬＥＤ照明を導入し

た上、平成30年にオープンの道の駅米沢や建設中

の新市庁舎においては一部に有機ＥＬ照明を含

んで全ての照明をＬＥＤ化しております。また、

今年度完成の上郷コミュニティセンター、さらに

は今後建設予定の窪田コミュニティセンター、田

沢コミュニティセンターにおいても同様に全て

の照明をＬＥＤ化していくというふうにしてい
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るところであります。 

  また、既存の施設におきましても、地球温暖化

防止対策を推進する中で、やはり設備更新を機に

高効率なＬＥＤ照明の設置を進めておりまして、

小中学校の屋内運動場の照明器具をつり天井落

下防止対策工事にあわせてＬＥＤ照明に更新す

る工事を実施しております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） それでは、推進体制との

関係で今の話の続きをお伺いします。 

  事務事業編の計画書の中には、本計画に基づく

取り組みの進捗管理の仕組みとして、非常に周到

な組織図、推進体制が書いてありますね。環境管

理総括者として市長が、そしてカーボンマネジメ

ント推進委員会として市民環境部長、市内の公共

施設全ての部署がこの委員会あるいはこの組織

に集約されて、ＰＤＣＡをしっかりやろうという

意気込みを感じる推進体制かと思います。 

  こういう中で、今ＬＥＤ化、数値はないとおっ

しゃいましたけれども、今後各施設にどのような

スピードでＬＥＤ化を進めていくかという計画

が当然必要となってくるかと思いますが、そうい

った各施設への省エネ化、ＬＥＤ化などを計画す

るという仕事をやっておられませんか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 ＬＥＤ化につきましては、

やはり設備更新の状況に合わせて検討していか

なくてはならないということもありますので、そ

れぞれ各課で計画策定する際に十分検討して進

めていくことになります。そういったことで、現

時点ではＬＥＤ化についての計画を特別に策定

するということは考えていないところでござい

ます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） ということは、ＬＥＤも

含めて各施設でそういった省エネ対策につなが

るような新しい設備の更新といったものは、各年

度の各施設の運営の予算に応じてそこで考える、

そしてその結果を数値化して集約するといった

方法だということでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 毎年いろいろ実績等も把

握しながら施策を推進していくということにし

ておりますので、そういったＬＥＤの整備方針等

についてもいろいろ状況を把握しながら計画を

進めていきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） じゃ確認ですよ。これら

推進体制といいますが、今の話によると実際にＬ

ＥＤ化とか省エネ化するかどうかというのはあ

くまでも現場に任せるということなんですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 それぞれの施設の整備で

すので、その課だけで検討するわけでございませ

んので、関係課といろいろ協議しながらその整備

については進めていくわけですので、そういった

形でＬＥＤの整備についても検討していくこと

になるかと思われます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 地球温暖化対策実行計画、

区域施策編、それから事務事業編とございます。

事務事業編のほうは米沢市がメーンの計画なわ

けですけれども、市長にお伺いしたいんですけれ

ども、米沢市は市民の先頭に立ってこういう温暖

化対策の実行計画を推進する、そういう旗振り役

の立場であります。そして、この組織を見ますと

市長が環境管理総括者となっています。 

  今のやりとりですが、多分予算の関係もあると

いうことだと思うんですが、現場の状況によって

省エネ化の進捗が異なる、結果としてそれを吸い

上げて数値化するということなんですが、もう少

し市でこれを積極的に推進するという計画を前

進させるというようなお考えはないでしょうか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 今、地球温暖化というのは単に米

沢市だけの問題でなく、世界的に地球規模での大
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きな課題になっているわけであります。その件に

つきましては、先ほど髙橋議員から壇上でのお話

もあったわけでありますので、そういった中でや

はり一つ一つの自治体も含めてこの地球に住む

一人一人がしっかりとそういった取り組みをし

ていかなきゃならないわけでありますので、いろ

いろな課題はある、世界的な課題はあるにしまし

ても、今この米沢市での対応につきましては、そ

ういった喚起というものはもっともっとしっか

りと取り組んでいくべきと思っておりますので、

市長が先頭に立ってというお話でありますので、

より実効性のある取り組みにしていかなきゃな

らないものと、このように思っておりますので、

今後いろいろな取り組み、市民の皆様、事業所の

皆様と連携を図って啓蒙しながら進めていかな

きゃならないものと、このように考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 先ほどから話題になって

いますＢＥＭＳ、こういったものを導入するには

一定ハード面で費用もかかるということで、なか

なか米沢市内の民間の事業者がＢＥＭＳを取り

入れるなんていうことも一足飛びにはいかない

のかなと思う中で、行政のほうでやれるモデルケ

ースをつくる、そういったことなんかは今後ぜひ

視野に入れていただきたいなと思うところです。 

  ところで、地球温暖化対策実行計画は、区域施

策編、事務事業編の２つございます。米沢市全体

の二酸化炭素、温室効果ガス排出量の総計は、お

およそ、概数ですが、100万トン、そして米沢市

が今取り組んでいる事務事業編においての削減

の成果としては１万7,000トン、ですから全体の

1.7％にすぎません。98％以上は市民の取り組み、

民間の取り組みにかかってくるわけですね。本当

に米沢市全体として排出量を減らしていくとい

うためには、この区域施策編に書いてあるような

施策展開を本気になってやっていくということ

が必要かと思います。 

  そこでお伺いします。 

  この区域施策編の中には事務事業編に書いてあ

るような推進体制というものが書いてございま

せん。区域施策編のほうの施策展開をする、その

推進体制というのはこの事務事業編に書いてあ

る組織と同じなのか、違うのか、その辺を教えて

ください。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 事務事業編の中にありま

す体制はあくまでも１つの事業所として市役所

が取り組む体制でございますので、区域施策編と

は全く同じというわけではございません。区域施

策編につきましては、特に記載はしていないとこ

ろでございますが、市民、事業者への情報発信等、

環境生活課が主に担いまして、関係各課と連携し

ながら推進していくということで考えていると

ころでございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） その施策展開の中に、１

として低炭素・循環型社会の構築として５項目、

２として再生可能エネルギーの導入として２項

目、３として森林等の吸収源対策として４項目ご

ざいます。これ当然、環境生活課、担当だけでは

到底できませんね。各関連する部署が積極的に対

応する必要があると思うんです。そのためには面

的にこれを取り組んでいくという体制を構築す

るということが必ずや必要ではないかと私は思

うんですよ。そうでなければ2030年度に基準年比

30.5％という目標を達成するのは非常に難しい

のではないかなと思うんですが、これは市長に聞

きますかね、市民に対して、あるいは民間の事業

者さん、ＮＰＯ、こういった人たちに対して、2030

年度までに基準年比で30.5％という大きな目標

を達成させる上で、部長が今おっしゃったような

体制ではおおよそこれは追いつかないという想

像を私はします。市長としてはいかがですか。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 2030年までにその目標数値をどの

ように達成していくかということになるかなと
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思いますけれども、やはり実際今起きている現象

等については、市民の皆様も地球温暖化に対する

ＣＯ２削減の意識づけというものは徐々に高まっ

ていると私は理解をしております。こういったも

のは市民の理解あるいは事業者の理解なくして

達成できるものではありませんけれども、その中

でどう行政がその年度年度で、先ほど部長から説

明があったとおりそれぞれ四半期ごとに取り組

み状況をまとめておるわけでありますけれども、

これは役所内部の取りまとめと同時に、今後は市

全体においてどのようにその削減効果が出てい

るのかということの対応については今後検討し

ながらしっかりと取り組んでいかなければなら

ないものと、そうやって目標を達成していく努力

をやはり我々行政側がしなきゃならないかなと

考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 事務事業の推進体制を考

えれば、さっき言った１万7,000トン、これをど

うふやすかという数字を積み上げるということ

はこの体制を使えばできると思います。 

  しかし、残り98％超の行政以外の部分、民間や

事業者の人たちの削減努力ということについて

は、一応計画書の中にモニタリング指標というも

のがあって、何％森林を整備すれば何トンといっ

たものがわかりますけれども、そのモニタリング

指標にかからない部分がいっぱいあると思うん

ですよ。例えば個人個人が家庭でやっていく努力

とか、そういったものはどのように数値化するん

ですか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 確かにその指標があって、

それで全てを把握できるかという課題はあるか

と思います。現時点では国で示している基準に基

づいて把握した数字をもって今回計画は策定し

たところです。それぞれの家庭の個別の実績とい

うのはなかなかつかむことはできませんけれど

も、それを全体的に統計的なところから把握して

いるというのが現在の状況ですので、把握につい

ては今後もそういった手法で把握しながら推移

を確認していきたいと考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 繰り返しになりますけれ

ども、そういう数値を把握するための体制すら今

はないのではないですかということを言いたか

ったんですよ。 

  例えば公園整備、緑化で何％、これは把握でき

ますね。あるいは森林の整備、何％、これも把握

できます。あるいはＦＩＴ、固定買い取り制度、

これは国からデータがありますので、これもわか

りますね。しかし、それ以外の例えば個人の車の

ガソリンの消費量であったり、それからガソリン

車が電気自動車にかわったり、ハイブリッドにか

わったり、そういったものというのはモニタリン

グ指標には示されておりません。こういったもの

をどのように把握するかということについての

お考え、そして今後の体制づくりについては何か

ありませんか、お考えが。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 これは繰り返しになりま

すが、その把握方法を独自に設定するというのは

なかなか難しいところがございますので、やはり

国が示しているガイドライン等に基づいて把握

するという手法になるかと思っております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） この計画の中で、区域施

策編中の市の役割として、省エネに関する情報発

信の強化に努めます。環境教育、環境学習などの

活動を通じて市民の地球温暖化問題に対する知

識の醸成と指導者の人材育成に努めます。省エ

ネ・低炭素型製品の導入拡大に努め、再生可能エ

ネルギーの導入についても検討しますとありま

す。 

  市民あるいは民間事業者に対してさまざまな新

しい製品の情報を伝えたり、意識の醸成のために

さまざまな情報を発信するということだと思い
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ますが、この再生可能エネルギー分野、今非常に

いろいろな進化をしていますね。こういった情報

は、どのようにこの計画の中で、推進体制の中で

収集されているという現状なんでしょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 それぞれ職員がインター

ネットからの情報収集など、あるいはいろいろな

研修の機会とかそういったところで把握してい

るという状況でございます。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 2030年までに30.5％削減

を達成するというときには、非常に強力な推進体

制が必要だと思いますし、また市民や事業者に対

する情報発信もある程度強力なものが要るので

はないかなと私は思っているんですね。 

  例えば、米沢市は2018年２月にクールチョイス

（賢い選択）というものに賛同しましたね。まだ

まだ私これ市民の中には浸透してないんでない

かなと思っているんですが、これを大きな取り組

みにするためには、例えば官民一体のプロジェク

トチームをつくるというようなことも必要と考

えますが、このクールチョイスに関してはどうで

すか、今までの進捗状況は。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 クールチョイス、政府で

は脱炭素社会づくりに貢献するということで、そ

ういう製品への買いかえ、サービスの利用、ライ

フスタイルの選択などに資するため、賢い選択と

いうことで促す国民運動を推進しているわけで

すけれども、本市としましてもホームページや広

報などを活用してこれら情報発信に努めていき

たいと考えております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 私が今言いたかったのは、

行政側からの一方的な発信だけではなくて、市民

を巻き込んで官民一体の取り組みでこれを構築

していくというようなことも必要ではないかな

ということなんです。 

  例えば、山形県が委嘱をしている地球環境温暖

化防止推進委員というのがありますね。米沢市に

は公募委員が２名います。それ以外にエコカー関

係やエコ家電関係、エコ住宅関係で数十人の方が

おりますよ。 

  例えばこのような人たちとの一体となった取り

組みで市民を巻き込んでいくというような取り

組みも必要ではないか、あるいはできるのではな

いかと思いますが、こういった市民を巻き込んで

いく取り組みといったものに関してはいかがで

しょうか。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 クールチョイスですけれ

ども、いろいろキャンペーンの内容等を見ますと

省エネ製品の購入とかウオームビズ、クールビズ

とかエコカーの購入、エコドライブあるいは公共

交通機関を使うとか、そういった内容となってお

ります。そういった意味では市民の方にも相当浸

透している部分はあるのではないかと考えてお

ります。そういった運動をさらに進めるためには

どのような方法――今、市民を巻き込んだ施策と

いうこともございましたけれども、よりそういう

活動を盛んにするためにどのようにすればいい

かということは今後も検討していきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） もちろんこの場ではすぐ

解決しないということかと思いますが、推進体制

が弱いということやら、そういった市民を巻き込

んでいくというありようが非常に弱いというこ

とは指摘させていただいて、後ほど市長からも今

後どうしていきたいかという話については最後

にお伺いしたいと思います。 

  なお、この後、事前に通告してある内容で産業

部長に御質問するわけですが、その質問に先駆け

てちょっと確認の質問をしたいと思います。 

  ついこの間、11月15日に山形テルサで再生可能

エネルギーセミナーというのがございまして、た
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またま私、情報が入ったもんですから、それを勉

強してきました。４時間通しの９テーマの講座が

あったんですね。大変勉強になりました。 

  これを主催したのは、山形県工業技術センター、

そして産総研福島再生可能エネルギー研究所と

いうところです。部長は、産総研の福島再生可能

エネルギー研究所という機関の存在というのを

御存じでしたか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 東日本大震災後に福島に設置

された機関だと承っております。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） では、質問に先駆けて、

その福島県で今何が起きているかということに

ついて、私がセミナーで学んだ話をかいつまんで

話をしたいと思います。 

  今、部長がおっしゃったように東日本大震災後、

福島では大きな変化が起きています。まずその産

総研の再生可能エネルギー研究所ができる前の

話ですけれども、福島県は、2012年、震災から１

年後に福島県の再生可能エネルギー導入目標と

いうものを立てました。福島県再生可能エネルギ

ー推進ビジョンというものを見てみますと、何と

福島県では2040年段階で県内のエネルギー需要

の100％相当を再生可能エネルギーに転換すると、

構築するという目標をつくったんです。同時に、

これすばらしいなと思ったのは、国内外の企業や

世界最先端の研究機関が立地する一大産業集積

地をつくるという構想を震災の１年後に目標を

掲げました。 

  そして、その後に誕生したのが福島県再生可能

エネルギー関連産業推進研究会というものです。

これは、今申し上げたように再生可能エネルギー

の導入と関連産業の集積を目標に掲げて、「再生

可能エネルギー先駆けの地ふくしま」を実現すべ

くできたものです。ところが、この研究所が立ち

上がったときは全くゼロからの出発だったそう

です。このとき初めに推進体制の中にいたのはた

った11人の大学の先生で、地元企業はほとんど再

生エネルギーのことはわからないというところ

から出発しているんですね。 

  この研究会の活動を大きく支えたのが先ほど申

し上げた産総研の再生可能エネルギー研究所、こ

れは2014年にスタートしているんですが、７つの

研究テーマを持って取り組んでおって、特に福島、

宮城、岩手、震災３県の地元企業を支援しようと

いうことで、再生可能エネルギーの産業としてそ

れを育成する、支援する、事業化するということ

で始まっています。再生可能エネルギー研究所が

独自の研究をしているわけじゃなくて、個別の企

業と共同研究をする、あるいはコンソーシアム方

式といって複数の企業と一緒に共同研究をして、

さまざまなシーズを研究開発して実用化すると

いう取り組みを進めてきています。この結果、再

エネ研究所の会員というのは何と今800の事業所、

団体、個人で構成しているということなんです。 

  実は今、福島は、東北ではもとより、全国でも

断トツにこういった再生可能エネルギーの研究

開発で進んでいる県なんですけれども、このセミ

ナーの中でこの話をされた方が最後にこのよう

におっしゃったんですね、「私たちがやっている

ことは山形県でもできますよ」と。つまり、郡山

市にあります再生可能エネルギー研究所、ここで

の研究というものは山形県でもできるんです、一

緒にやりましょうということをお話のまとめで

おっしゃいました。私もその話を聞いて、ああこ

れはぜひ米沢でもこれをやってはどうか、米沢の

ものづくりの力で再生可能エネルギーの仕事を

再生可能エネルギー研究所と一緒になってつく

っていって事業化するということをやれば、地元

の産業の発展とそれから米沢市のＣＯ２の温室効

果ガス排出目標の達成、こういった両方ができる

んじゃないかなと思ったわけです。 

  通告どおり、部長への質問ですが、ぜひ米沢で

のこのたびの米沢市地球温暖化対策実行計画の

中に、地元の建設業や電気工事業や設備工事業、
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製造業、林業などのビジネスチャンスを創出して

経済を活性化させる発想や施策というものを先

ほど申し上げた産総研の再生可能エネルギー研

究所などの力をかりてやるというような計画を

織り込んではどうかと思っているわけです。いか

がでしょうか。 

○鳥海隆太議長 菅野産業部長。 

○菅野紀生産業部長 今初めてお伺いしたようなお

話でして、かなり大きなお話で、先ほど議員もお

っしゃったとおり、市民、企業、団体等を巻き込

んでみんなで一致団結してやらなきゃならない

大きな課題だと考えておりますので、今後さまざ

まな場面でそういう議論をする場、今後工業振興

計画の策定、更新などもございますので、そうい

った場でも検討してまいりたいと考えておりま

す。 

○鳥海隆太議長 髙橋英夫議員。 

○８番（髙橋英夫議員） 一つ、このセミナーの中

で報告があった、こういう産総研の再生可能エネ

ルギー研究所との共同研究の中で生まれた新し

い製品の一つが、今までの太陽光発電のパネルと

いうのは、米沢などの雪国においては雪が積もり

ますと当然発電できませんよね。この課題を解決

するために、あのモジュールの中にヒーターを仕

込んで、雪が降ったらまずそのヒーターで雪を解

かして雪を落とす、その上で発電する、そういう

新しいモジュールが今回開発されました、福島の

企業によって。そして、この企業はコンソーシア

ム方式でやっていまして、モジュールの会社と屋

根材をつくる会社が一体化して、建設段階で、普

通、私の家にもパネルありますけれども、既存の

屋根に上げるパネルでなくて、建設段階で屋根材

としてつける、それ自体が今申し上げたヒーター

つきの太陽光発電モジュールなんです。こういっ

た商品も今生まれているんです。そうしたら、米

沢の土地でこれから個人の住宅をつくるときに

そういったものを取り入れて住宅をつくるとな

れば、冬場の屋根の雪おろしといったものが楽に

なりますし、その上でどんどん個人住宅が発電す

るということができますね。 

  こういうふうに、どんどん外に出て新しい情報

をとってくれば、今お話ししたような地元の企業

の発展にも役立つようなたくさんのものがある

ということを私自身は実感してきたところです。 

  改めてお伺いしますが、そういった意味で、今

の建設業に関係する部分や、それ以外にもたくさ

んありますよね、いろいろな分野で。 

  例えば地中熱活用、こういう地中熱の分野にお

いては山形にある会社がハイブリッド型の地中

熱活用のヒートポンプをつくっていますね。Ａと

いう井戸、Ｂという井戸を掘って、夏場にＡの井

戸からとった水でヒートポンプというか、熱交換

をして冷却に使い、冷却した後に温まった水をＢ

という井戸に流してやる、冬は温まった水がたく

さんたまっているＢという井戸からくみ上げて

熱交換で暖房にする、こういった新しい仕組みも

生まれています。 

  やはりどんどん外に出てこういった新しい情報

を行政の人たち自身が積極的に取り入れていく、

それを米沢の企業にフィードバックしていく、こ

ういった取り組みを含めて、米沢を挙げて地球温

暖化対策というものに対して前向きな施策を講

じるということが必要ではないかと思うし、そう

いう自治体がどんどんふえてくると思います。 

  最後に、市長にお伺いします。 

  そういう意味で、私は米沢市の今後の展開とし

てこういった地球温暖化対策についてのさまざ

まな産業化も含めた取り組みというものを計画

の中にどんどん組み入れたらどうかと思います

が、市長のお考えを最後にお聞かせください。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 いずれにしましても、地球温暖化、

二酸化炭素の排出は抑えていかなきゃならない、

これは大命題であります。そういった中で、一つ

の自治体としての米沢市の取り組み、再生可能エ

ネルギーを今後どのように米沢市として活用し
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ながら、そしてそういった太陽光パネル、今お話

にありました地中熱もそうだと思います。豪雪地

帯の中でそういったものをどのように生かして

いくか、それに合ったような、豪雪地帯に合った

ような材料というものもどのようにあれしてい

くかということについては、今後いろいろと研究

をしていきたいと思います。 

○鳥海隆太議長 以上で８番髙橋英夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午前１１時００分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午前１１時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、地方自治法、地方独立行政法人法及び地

方公務員法の改正に伴う本市の取り組みについ

て外２点、２番影澤政夫議員。 

  〔２番影澤政夫議員登壇〕（拍手） 

○２番（影澤政夫議員） 改めまして、おはようご

ざいます。 

  師走12月、年末も押し迫ってまいりました。こ

としはいろいろと統一地方選挙に始まり、選挙の

年と言われるように、最後の最後まで皆さんも御

苦労さまでしたと壇上から申し上げるべきかは

いかがかと思いますけれども、大変な年であった

ことは間違いないと存じます。 

  そして、このたび質問させていただきます地方

自治法、地方独立行政法人法及び地方公務員法の

改正に伴う本市に与える影響について、少なから

ずあろうかと思いますので質問させていただき

ます。 

  本件については、2017年、地方自治法、地方独

立行政法人法、地方公務員法が改正、公布された

ことに伴い、いよいよ来春４月から具体的に施行

されるものでございます。 

  私としては地方自治において従来の制度と大き

く変わる部分もあるとの認識を持ち、私なりに学

習する中から幾つかの解釈上の問題点や具体的

に明らかにすべき課題などについて思い至る中

で、市民サービスに係る影響についても検証すべ

きとの観点で質問させていただくものでござい

ます。 

  さて、地方自治法70周年を目前にした2016年３

月、第31次地方制度調査会答申が安倍内閣総理大

臣に手交され、2014年からの活動を終了しました。

活動期間内には、ことしと同じように統一地方選

挙や総選挙もあり、その影響もあったのでしょう

か、わずか３回の総会をもってその答申に至った

第31次地制調、皆さんも御記憶に新しいことと存

じます。 

  当初、総会においては、地方分権の推進、これ

を柱に議会制度や選挙制度改革にまで及ぶ広範

な内容で、私といたしましても期待する内容もた

くさんございました。しかし、法案として出され

た結果としてはおおむね３点、これからお話しす

る内容となっておりますことも皆さん御周知の

とおりでございます。 

  まず１つ目、地方自治における首長を中心とし

た内部統制に関する方針の策定などであります。

今回は都道府県知事及び指定都市の市長に義務

化されましたけれども、それ以外での市町村では

努力義務とされております。 

  そこでお尋ねいたします。 

  本市において内部統制体制の定義をどのように

認識しておられるのか。努力義務とはいえ、導入

する意思がおありかどうかお伺いいたします。 

  私といたしましては、この種体制構築、整備は、

正しく運用されることにより今までに倍加して、

違法、不適切な事務の管理、執行を予防すること

になり、伴って議会や住民による監視のための判

断材料の提供に資するものとして大いに期待で

きるものであり、導入すべきであると考えてござ
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います。本市としての御対応をお聞きいたします。 

  次に、監査制度の充実強化についてであります。 

  定めるところによれば、監査委員が監査等を行

うに当たっては監査基準に従うこととし、監査基

準については各地方自治体の監査委員が定め、公

表しなければならないとなっております。本市に

おいて定めた監査基準について、策定過程も含め

御説明いただきたいと存じます。 

  また、改正法には、勧告制度の創設、専門委員

の創設も登載されてございます。これらについて

も本市の御対応をお伺いしたいと存じます。 

  関連してということになりますけれども、住民

訴訟関連諸制度の改革についてお尋ねいたしま

す。 

  本件は、首長や自治体職員の損害賠償責任につ

いて、それら各位の萎縮効果を少なくするための

見直しとされてございました。一方で、監査委員

の職務上の対処権限の強化も不可欠であり、議会

の役割についても大いにかかわりが深いものと

考えます。本市としてのお考えをお伺いいたしま

す。 

  続いて、地方独立行政法人に対し、いわゆる公

権力の行使を伴う窓口業務等包括委託を可能と

する今般の改正についてお尋ねいたします。 

  本市として、本法律施行に伴い、その種委託法

人の設立及び既存の独立法人等に委託するお考

えがあるのかどうか確認させていただきたいと

存じます。また、今後についてはどのようにお考

えか、あわせて御答弁いただきたいと存じます。 

  次に、改正地方公務員法、会計年度任用職員制

度について御質問させていただきます。 

  従前の対応の中で、本市の現状をお聞きいたし

ます。 

  現在、特別職非常勤職員、一般職非常勤、臨時

職員皆さんの人数、配置及び勤務体制などについ

て詳細に教えていただくと同時に、来春４月から

の特別職非常勤、臨時的任用、会計年度任用職員

の予定人数、配置並びに勤務体制などについてお

伺いいたします。 

  また、これらに先立ち平成26年に改正された地

方公務員法の一部を改正する法律に定義された、

いわゆる能力及び実績に基づく人事管理の徹底、

退職管理の適正の確保など、本任用職員制度につ

いても準拠するものなのか、当局の御見解をお聞

きしたいと存じます。 

  関連条例議案についても本定例会において上程

されてございます。今後、常任委員会などの付託

議論もあることから詳細は差し控えたいと思い

ますけれども、私としては、本市において何百人

もの雇用を可能にするシステムについて今後も

大いに議論し、近い将来にはその採用に当たって

は子育て世代やＵターンの若者、移住者優先など

など、本市におけるほかの施策ともリンクでき、

職員求人を胸を張って対応すべきとも、大切な観

点ではないかと考えてございます。その種魅力あ

る施策運用についてどのようにお考えになるの

か、当局の見解をお示しいただきたいと存じます。 

  以上、大項目１の質問を終了しますが、このこ

とは本市の行政の根本にかかわる重大なことで

あると同時に、市民の行政サービスに直接影響す

るところが大きい問題です。真摯でわかりやすく、

将来展望も含め要約して御回答いただきたいと

存じます。 

  続いて、本市社会福祉行政の具体的な課題とし

て２点、質問させていただきます。 

  １点目、「本市におけるひきこもり対策の現状

課題と提言」と題してございます。 

  インターネット上の検索エンジンで「米沢市 

ひきこもり」と入力してヒットするのは、米沢市

のホームページで「若者無業者への支援／米沢市

役所」であり、作成・発信部署は産業部商工課と

なっております。 

  そのページでは、「若者無業者とは15歳から34

歳までの非労働力人口のうち家事も通学もして

いない者」との説明と公的相談窓口４機関の紹介、

市内の民間支援団体２つの事業所の紹介となっ
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ております。文字数にして見出しも含め1,446文

字です。 

  同じように、例えば「ひきこもり 明石市」と

引けば、「明石市ひきこもり専門相談」のページ

となり、ひきこもり相談課の存在やページ上のフ

ォームでの問い合わせはもとより、パソコン、ス

マートフォンからも問い合わせ可能なページ紹

介となっておりました。 

  ちなみに、冒頭には「ひきこもりとは、おおむ

ね６カ月以上、様々な原因の結果として、社会的

参加（例えば、学校に行く、仕事をする、友人と

遊ぶこと）を回避し、家庭内にとどまり続け、家

庭以外の親しい人間関係がない状態です」との説

明になっておりました。文字数にして1,342字、

発信部署の明記はなく、あくまでも明石市のみの

表記です。 

  県内市町村ホームページの中でも「ひきこも

り・イコール・若者無業者」との説明を設定して

いる市町村はなかったこともあわせて御報告い

たします。 

  さて、現在、全国で活躍する御対応の支援団体、

機関の活動者あるいは有識者は、ひきこもり支援

対策で何が重要かとの質問に対し、自治体が相談

内容を分析し、いち早く個別対応につなげること

が重要であると異口同音にお答えになります。す

なわち自治体に総合的な相談窓口が必要である

との共通した認識です。 

  ホームページの比較においてどのように皆さん

お聞きになったかですが、私は本市において福祉

行政に日ごろから汗を流し、真摯にこの種問題に

取り組む職員皆様の存在を承知しております。も

ちろんその大変な御労苦についても熟知してお

るものでございます。しかし、本市のホームペー

ジ上において見れば、初めて見る人にとっては、

本市の相談窓口は存在せず、手続窓口だけの行政

機関といったふうにしか受け取られかねないの

ではないでしょうか。このことは、日ごろから真

剣に頑張っていらっしゃる職員皆様に大変申し

わけないことだと思います。まして、生きづらさ

を抱える人たちの落胆を思えば、申しわけないで

は済まされないことだとも考えるものです。 

  旧来、ひきこもりについてはさまざまな要因、

特性があり、その多様性について、行政としては

対応の難しさと、つなげる機関の適正紹介あるい

はその種事業所の希少さも原因する中から、なか

なか進めない現状にあると考えます。そのことは、

親の会を初めとする民間組織、ＮＰＯといった、

よき理解者の組織化を促進する結果となり、この

ような民間団体によって主導していたと言って

も過言ではないでしょう。しかも、行政側として

は、その民間の取り組みによって多くの対象者が

救済されてきたことを知るにつれ、その活動の擁

護、発展に寄与する側に回り、積極性に欠くこと

になったのかもしれません。 

  そこで質問させていただきます。 

  このような今までの現状について当局としてど

のような分析をお持ちか、その上で、今後行政と

しての主導性をどのように発揮していかれるの

か、具体的な対応方法も含めお答えいただきたい

と存じます。 

  また、最近ではこの種問題について科学的な研

究も充実、さまざまな研究成果についても発表さ

れ、病気や障がいといった要因も解明されるに至

っております。それによって知り得なかった自身

を発見し、伴う支援事業について一定程度選べる

ものに徐々に変わってきております。 

  しかし、各種支援手続上、対応の主体をなすも

のはやはり行政窓口であることに変わりはなく、

支援を求めた迷える当事者が訪れなければなら

ない最初の関門は行政窓口にほかならないので

あります。 

  であれば、その現場を整備、充実させる、その

ことによって大いなる前進が図られることは自

明の理なのではないでしょうか。相談から手続、

対処手配、当事者のみならず、保護者があればそ

のケアについても対応できる、しかも就労意欲の
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醸成、適正な事業所の選定、実際の就労に至るま

での寄り添いに資する行政主導型総合窓口、総合

支援施設及び拠点整備の早急な構築こそ重要だ

と考えます。本市のお考えをあわせてお聞きした

いと存じます。 

  心のケアはもちろんのこと、その施設の対応の

中に、求めたかった、足りなかった当事者の学習

課題、学習意欲に対応する、例えば夜間中学校な

どの併設も視野に入れた、単なる就労支援ではな

い、学習欲求から技術習得に至る総合的な施設運

用も必要と考えますが、本市としてはどのように

対応すべきか、お考えをお聞かせください。 

  続いて、今の質問に関連するところも多くなり

ますけれども、生活困窮者自立支援法に基づく本

市の支援制度について、現状と課題をお聞きした

いと存じます。 

  2013年に施行されて以来、本法律は５年を経過

しているところですが、本市としてはこの種事業

について現在米沢市社会福祉協議会に委託され

てございます。相談の件数は年間3,090件、平成

29年度の統計かと思いますけれども、前年度比較

で565件ふえています。この年間3,000件を超える

相談の結果については、協議会のさまざまなノウ

ハウを生かし十分な解決に結びついたケースも

あろうことだと思います。 

  そこでお伺いいたします。 

  この相談件数の先には当然にして本市において

各種支援に向けた手続などが発生していると考

えますけれども、例えば住宅確保支援給付金、就

労支援事業、一時生活支援及び家計相談等に係る

手続件数についてはどれぐらいあったでしょう

か。 

  また、本市で定義する生活困窮者の認識及び本

法律の枠内のみならず、例えば米沢市独自の定義、

これはあくまでも例えばですけれども、冬期や積

雪期を考えるなどの季節性の定義の有無につい

てもお答えいただれば幸いと存じます。 

  加えて、支援制度の力を得て実際に生活困窮か

ら脱却した方々の件数、現状その世帯が既に生活

保護世帯であってさらに本支援制度の活用につ

いての事例があったかどうか、あるいは障がいを

持った方々の事例についてもあわせてお答えい

ただきたいと存じます。 

  社会福祉協議会への業務委託についてはいろい

ろな議論があったと思われますけれども、そこで

お伺いしたいのは、支援法で行うとする事業につ

いての規定は、生活困窮者自立支援、生活困窮者

就労準備支援、生活困窮者家計相談、生活困窮者

の子どもの学習支援、生活困窮者住居確保給付金、

生活困窮者一時生活支援金事業など、これら全て

の事業項目は生活保護法の規定との違いと合法

の部分を見出すことがなかなか難しい側面もあ

ると思います。そのことは、本市の場合、被保護

者が何回も社会福祉協議会と市庁舎を行き来し

なければならなかったのではないかと想像いた

しますけれども、いかがでしょうか。 

  そもそも本法施行に当たっては生活保護に至る

前の段階からの支援に主眼を置くものでありま

すが、その線引きはなかなか難しいと思います。

したがって、本庁窓口では敷居が高いので、より

広範な業容をあわせ持った社会福祉協議会への

委託が妥当とお考えになったのかもしれません。

しかし、その発見や線引きの難しさの後の支援策

の効率かつ効能を最大限生かすことを考えれば、

共同の総合窓口の整備こそ重要であると私は考

えます。それこそ行政側と社会福祉協議会、その

他関係する全ての機関で新たな総合窓口の設置

に向けた推進委員会の組織を早急に検討開始す

べきだと思いますが、いかがでしょうか。 

  加えて言うなら、国で推奨しているモデル事業

「いわてパーソナルサポートセンター」に見られ

るように――これは奥州商工会議所に業務委託

した事例であります。厚生労働省社会援護局地域

福祉課生活困窮者自立支援室のレポートで紹介

されています。そこには、ハローワーク職員及び

求人検索端末、県、市、社会福祉協議会それぞれ



- 26 - 

の職員、もちろん法に定める主任相談支援員、相

談支援員、就労支援員など有資格者を配置し、生

活や就労に関する相談を包括的にコーディネー

トしている総合窓口です。 

  このような総合窓口の早急な整備を強く求める

ものですが、本市の建設的な方向性と先見性のあ

る、他の自治体の規範となるようなお答えを求め

ながら、私の壇上からの質問を終わらせていただ

きます。 

  御清聴まことにありがとうございました。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

  〔後藤利明総務部長登壇〕 

○後藤利明総務部長 私からは、初めに１の（１）

のうち内部統制体制の導入、住民訴訟関連制度の

改革等についてお答えいたします。 

  平成29年６月９日に公布されました地方自治法

等の一部を改正する法律により地方自治法が改

正され、内部統制制度の導入、地方公共団体の長

等の損害賠償責任の見直しなどが行われました。 

  内部統制制度は、地方公共団体の財務に関する

事務などの適正な管理及び執行を確保するため

の方針を策定し、これに基づき必要な体制を整備

するもので、都道府県知事及び指定都市の市長に

ついては義務化され、指定都市の市長以外の市町

村長については努力義務とされたものでござい

ます。 

  本市としましては、県や先行市町村の取り組み

を参考としながら、導入について今後検討してま

いりたいと考えております。 

  また、地方公共団体の長などの損害賠償責任の

見直しにつきましては、住民訴訟により地方公共

団体の長や職員に対して損害賠償請求を命じる

判決が言い渡された場合の損害賠償の額のうち、

条例で定めることにより、当該損害賠償を命じら

れた地方公共団体の長や職員に重大な過失がな

いときは一定の額を免れさせることができるよ

うにするものでございます。 

  本市としましては、他の地方公共団体の動きを

注視しながら検討してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、１の（３）会計年度任用職員制度の本市

独自の施策等についてお答えいたします。 

  初めに、令和元年度任用予定の特別職非常勤職

員、一般職非常勤職員及び臨時的任用職員の職員

数と職種についてでありますが、地方公務員法第

３条第３項第３号の特別職非常勤職員として任

用している嘱託職員の本市全体の職員数は147名

でございます。このうち市長事務部局等において

は、一般事務に従事する職員が61名、保育士が13

名、調理師が３名、要介護認定調査員等の職員が

23名でございます。次に、教育委員会事務部局に

おきましては、一般事務に従事する職員が20名、

調理師が26名、技術員が１名であります。公営企

業会計の上下水道及び市立病院事務部局には嘱

託職員の任用はございません。 

  次に、同法第22条の臨時的任用職員として任用

している臨時職員の本市全体の職員数は403名で

ございます。このうち市長事務部局等におきまし

ては、一般事務に従事する職員が120名、保育士

が10名、保健師が２名でございます。教育委員会

事務部局におきましては、一般事務に従事する職

員が14名、調理師が19名、技術員等の職員が49名

でございます。また、公営企業会計の上下水道事

務部局におきましては一般事務に従事する職員

が１名、市立病院事務部局におきましては一般事

務に従事する職員が25名、医療職員が163名でご

ざいます。 

  なお、同法第17条の一般職非常勤職員の任用は

ありません。 

  次に、令和２年度任用予定の会計年度任用職員

の人的配置と勤務条件等についてでありますが、

人的配置につきましては、予算編成の中で配置を

決めるため、現時点では未確定でございます。ま

た、勤務条件等につきましては、令和２年４月か

らの会計年度任用職員制度の導入に当たりまし

て、会計年度任用職員の給与や勤務時間につきま
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しては常勤職員との権衡を図りながら、職務の内

容や責任、知識経験などの要素や、臨時職員、嘱

託職員の現状も考慮に入れて設定しようとして

おりまして、現在、職員団体と協議を行っており

ます。 

  次に、平成26年に改正されました地方公務員法

の一部を改正する法律に定義されました能力及

び実績に基づく人事管理徹底、さらには退職管理

の適正な確保等についてでありますが、会計年度

任用職員につきましては、常勤職員と同様、人事

評価の対象となります。また、退職管理につきま

しては、地方公務員法第38条の２の規定によりま

して非常勤職員は対象外となっておりまして、本

市におきましては会計年度任用職員につきまし

ては規定の対象にならないと考えております。 

  また、本市の会計年度任用職員が魅力ある職業

とする独自施策についてでありますが、給与、勤

務時間等の勤務条件に関しましては地方公務員

法第24条の適用を受けることになります。この条

では勤務条件を決定する場合の根本基準が規定

されておりまして、手当や休暇につきましても、

職務給の原則、均衡の原則などに基づき適切に取

り扱うべきものとされていることから、国、他の

地方公共団体及び民間企業との間に権衡を失し

ないようにしなければならないため、本市独自の

手当や休暇を定めることは難しいと考えており

ます。 

  なお、募集などの運用の面で工夫できるものが

あれば取り組んでいきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 森谷代表監査委員。 

  〔森谷和博代表監査委員登壇〕 

○森谷和博代表監査委員 私からは、監査の充実に

ついてお答えいたします。 

  監査制度の充実強化については、平成28年３月、

地方制度調査会から人口減少社会に的確に対応

する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関

する答申を受けまして、平成29年６月、地方自治

法等の一部を改正する法律が公布されました。 

  法改正による監査の充実に関する部分だけを申

し上げますと、既に平成30年４月に施行されてお

ります議選監査委員の選任の義務づけの緩和、監

査専門委員の創設、包括外部監査の実施頻度の緩

和と、来年、令和２年４月から施行されます監査

基準の策定とその基準に従った監査等の実施、監

査委員による勧告制度の創設がございます。 

  次に、本市の現在の取り組み状況でございます

が、先ほど申し上げました監査基準につきまして

は各地方公共団体において策定が義務づけられ、

その策定主体は監査委員でございます。現在、米

沢市監査基準の策定に向け、必要な作業を進めて

いるところでございますが、地方公共団体に監査

基準の策定が義務づけられた背景としましては、

これまで全国統一的な監査に関する基準が存在

せず、標準化された監査手法もないことから、各

地方公共団体の監査の実施状況に差異が生じて

いることが挙げられます。 

  また、改正の目的につきましては、これから進

む人口減少等を踏まえ、監査の実効性や独自性を

確保しながら的確に市長や議長などへ監査の結

果を伝えるとともに、将来的には不正や事務取扱

事故等の発生が高いリスク分野へ監査資源を投

入しようとすることが挙げられるところです。 

  なお、本市では平成12年３月に米沢市監査等実

施要綱を策定しております。このたびの改正に伴

い、総務省から示された監査等を行う上で必要な

基本原則を規定した監査基準案を参考としなが

ら本市の監査基準の策定に取り組んでおります。 

  あわせて、現在の要綱を廃止し、新たな監査基

準に従って適切かつ有効に監査等を行うべく、実

施要領の整備についても進めてまいりたいと考

えているところです。 

  米沢市監査基準については、策定後、市長や議

会等への通知を行うとともに、市役所前掲示場や

市のホームページでの公表を行います。 

  次に、監査の権限強化に係る勧告制度の創設に
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つきましては、監査結果の通知に対して必要な措

置を勧告できるようになったことと、勧告を受け

た側はこれを尊重しなければならない義務を有

することになります。本市としてもそのような案

件が発生した場合には今後そのような措置を行

っていく場合があるものと考えております。 

  また、監査専門委員の設置につきましては、高

度な専門性が求められますＩＣＴ、いわゆる情報

通信技術とか環境問題とか、また財政的援助団体

の監査等について、監査委員の専門性を補完する

非常勤職員を設置することができることになり

ます。設置につきましては条例等を定める必要も

ございますので、本市としてはその必要性につき

まして類似都市の状況を見据えながら今後検討

していきたいと思います。 

  最後に、このたびの改正における内部統制との

関連を申し上げますと、従来は指摘を中心とした

指摘型監査の実施となっていたものを、これから

の監査につきましては総合的な意見を表明する

保証型、指導型監査への移行をするベきとしてい

るものと考えております。 

  私からは以上でございます。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、１の（２）地

方独立行政法人への窓口業務等包括委託に関し

てお答えいたします。 

  平成30年４月１日に施行された地方独立行政法

人法の改正では地方独立行政法人の業務に申請

等関係事務が追加され、一定の窓口業務を行うこ

とができるようになりました。これにより、民間

委託ではできなかった証明書の審査、交付決定な

どの公権力の行使に係る事務についても外部委

託することが可能となったことが大きな改正点

となります。 

  具体的な窓口業務の内容につきましては、戸籍

謄抄本等や住民票などの証明書の交付に関する

事務、マイナンバーカードの交付に関する事務、

埋火葬の許可に関する事務など24の項目がござ

います。 

  地方独立行政法人に窓口業務を委託することの

メリットとしましては、職員の人事異動等による

影響を受けにくいため、知識の継承や蓄積がしや

すくなることや、民間委託ではできなかった委託

先職員への直接指揮命令が可能となること、また

業務の繁忙の状況に合わせた柔軟な人員配置が

できることなど、安定した窓口体制の維持が期待

できる面があります。 

  しかしながら、法人設立の可否を判断するため

には幾つか課題もございます。 

  １つ目は、人材の確保についてであります。人

材確保の方法として、職員の地方独立行政法人へ

の転籍や、退職した職員の雇用が想定されますが、

十分な人材を確保できるかは不透明となります。 

  ２つ目は、地方独立行政法人の設立コスト負担

です。設立に係るイニシャルコストや年間の運営

に係るランニングコストが業務委託に対する費

用対効果の面から適当であるか判断する必要が

ございます。また、設立までにかかる職員の労力

や人件費も決して少なくないものと考えており

ます。 

  ３つ目として、現在の窓ロサービスでは、例え

ば住所異動の手続をする際、来庁者に合わせた他

課への案内、アドバイスや市政情報全般について

のお知らせなど、職員であるからこその職務経験

を生かした、きめ細やかな窓ロサービスが可能と

なっております。法人化する場合はこのようなサ

ービスの維持についても慎重な検討をする必要

があると考えております。 

  以上のようにさまざまな課題があることから、

地方独立行政法人の設立については現在のとこ

ろ考えておりません。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、初めに本市に
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おけるひきこもり対策の現状課題と提言につい

てお答えいたします。 

  市のひきこもりに関する相談窓口等の現状につ

いてどのように分析をしているか、また今後行政

としてどのような主導権を発揮していくかにつ

いてお答えいたします。 

  県の調査によりますと、ひきこもりの状態にあ

る方は就学中の方から成年期や高年齢期の方ま

でさまざまな年代に及び、市の相談窓口もその年

代や相談内容によりさまざまな部署で対応して

いる現状にあります。そのため、どこに相談した

らいいかわからない、問題解決までさまざまなと

ころに相談しなければならない等課題があるこ

とも承知しているところであります。 

  また、ひきこもりの支援者には、さまざまな福

祉制度に精通していることや支援経験が豊富で

あること、さまざまな関係機関とのやりとりがで

きること、熟練した面談スキルがあること等が求

められ、行政職員のみでは対応できず、ＮＰＯ法

人等の民間事業者に多くの支援をいただいてい

る状況にあります。 

  今後につきましては、ワンストップでの専門相

談窓口の設置等、どのような形態での窓口配置が

適切であるか等について、さまざまな関係部署で

協議してまいりたいと考えております。 

  続きまして、行政主導型総合窓口、支援施設及

び拠点整備の構築についてお答えいたします。 

  国では、ひきこもり対策を推進するための体制

を整備し、ひきこもりの状態にある本人や家族等

を支援することにより、ひきこもりの状態にある

本人の自立を促進し、本人及び家族の福祉の増進

を図ることを目的として、ひきこもり対策推進事

業を実施しております。 

  ひきこもりに特化した第１次相談窓口として各

県に１カ所、センターを設置することとし、山形

県においても精神保健福祉センター内に自立支

援センター「巣立ち」を設置するとともに、ひき

こもり支援コーディネーターを配置し、さまざま

な相談に対応しております。また、各保健所で同

様の相談を受け付けております。 

  さらに、民間事業者への県の委託事業としては、

若者相談支援拠点事業と地域若者サポートステ

ーション事業があります。若者相談支援拠点は、

市内ではＮＰＯ法人から・ころセンターとＮＰＯ

法人Ｗｉｔｈ優に委託し、居場所支援、家族支援、

体験活動を実施しております。地域若者サポート

ステーションは、ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優に委託し、

個別相談、家族相談、各種セミナー・講座、就労

体験、ジョブトレーニングを実施しております。 

  これまでひきこもり対策推進事業の実施主体の

ほとんどは県となっておりましたが、平成30年度

より拡充され、市町村が実施主体となるひきこも

りサポート事業が追加されました。施設整備につ

きましてはこのひきこもりサポート事業のメニ

ューにはないところですが、ソフト面においての

メニューとして利用可能な相談窓口や支援機関

の情報発信、関係機関とのネットワークづくり、

ひきこもり支援拠点づくりとして居場所や相談

窓口づくり、サポーター派遣がございますので、

本市に必要な事業について十分検討した上で実

施体制を充実してまいります。 

  続きまして、就労に結びつける対策についてお

答えいたします。 

  障がいのある方から一般就労について相談があ

った場合は、公共職業安定所の専門窓口や、長井

市にあります障害者就業・生活支援センターを紹

介したり、必要に応じて同行して相談しておりま

す。また、ＮＰＯ法人Ｗｉｔｈ優は、地域若者サ

ポートステーションとして県の委託を受けてお

り、さまざまな理由で働くことのできない若者を

対象に、働くためのコミュニケーションやマナー

を学ぶ各種講座やアルバイト型勤労体験等を実

施しており、フリースクールとして学習支援も行

っております。 

  本市におけるひきこもり支援としての一般就労

も含めたトータル的な就労に関する対策につき
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ましては、専門機関である公共職業安定所や障害

者就業・生活支援センター等にアドバイスをいた

だきながら先進地の事例等も参考にし、今後検討

してまいります。 

  次に、生活困窮者自立支援法に基づく本市の支

援制度の現状課題と提言についてお答えいたし

ます。 

  初めに、この法律に基づく本市事業の実績につ

いてお答えいたします。 

  生活困窮者とは、「就労の状況、心身の状況、

地域社会との関係性その他の事情により、現に経

済的に困窮し、最低限度の生活を維持することが

できなくなるおそれのある者」と法で定義されて

おり、本市では生活困窮者支援の入り口として平

成27年度から米沢市社会福祉協議会内に設置す

る米沢市生活自立支援センターにおいて、季節を

問わず生活困窮者及びその関係者の相談に応じ、

個々の状態やニーズに合った支援プランを策定

し、自立に向けて計画的な支援を実施しておりま

す。 

  平成30年度の実績としましては、米沢市生活自

立支援センターでの対応数が2,766件ございまし

た。新規相談件数につきましては、匿名など本人

未特定者を含めた相談件数が195件、そのうち本

人特定者は160件となっております。 

  なお、本人同意により支援プランを新規策定し

たのは15件であり、再プラン策定者を含めて合計

32件に対して継続的な支援をしております。この

うち自立等により支援プラン終結に至ったのは

13件で、その理由は、一般就労開始、就労収入増

加、家計改善、住まいの確保など生活面の改善に

よるものであります。 

  なお、体調不良により支援事業継続が不可能と

なり、やむなく生活保護申請に至ったケースは１

件ございました。 

  また、個別の支援件数についてですが、住居確

保給付金が９件、就労準備支援事業が７件、子ど

もの学習・生活支援事業が３件、家計改善支援事

業がゼロ件となっております。家計改善支援事業

については、今年度新たに創設した事業であり、

実績としてあらわれてきていない状況でありま

す。 

  なお、一時生活支援事業とは、一定の住居を持

たない方に対して、一定期間、宿泊場所や食事の

提供等を行うものでありますが、県内においてこ

れを実施している自治体はない状況であります。 

  次に、生活保護世帯であってさらに生活困窮者

支援制度の活用を行った事例についてお答えい

たします。 

  生活困窮者自立支援制度は、第１のセーフティ

ネットである雇用・社会・労働保険に通じた安全

網と第３のセーフティネットである生活保護と

の間に第２のセーフティネットを構築するとい

う目的、意義があり、生活保護に至る前の段階で

相談支援を行って自立支援を図るものでありま

す。 

  したがいまして、生活保護と生活困窮者支援は

別の制度でありますが、子どもの学習・生活支援

事業については生活困窮者世帯に限らず、生活保

護利用世帯であっても利用可能となっており、平

成30年度の利用実績は生活保護者が４名であり

ました。 

  生活困窮者就労準備支援事業につきましては生

活困窮者の方に限定されますが、これとは別に、

生活保護利用者で就労準備支援を希望される方

のために、生活保護事業の中で被保護者就労準備

支援事業を行っておりますので、生活保護利用者

についてはこの事業を御利用いただくこととな

ります。 

  両事業は、生活困窮者が生活保護に至った場合

あるいは生活保護脱却後もなお生活困窮状態に

ある場合などに、就労準備支援の継続性が阻害さ

れないよう一体的、継続的に支援を行えるように

配慮しているところであります。 

  また、障がいをお持ちの方の事例につきまして

は、平成30年度において住居確保給付金の利用や
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相談による就労支援を通じて就労により自立に

至った例がございました。 

  続きまして、市民相談総合窓口の早期設置につ

いてお答えいたします。 

  議員お述べのとおり、生活に困窮する原因はさ

まざまあり、複合的な問題を抱えているケースも

多いため、解決に導くためには各部署の連携は不

可欠であります。御質問にあるような、被保護者

が何回も社会福祉協議会と市庁舎を行き来しな

ければならなかったといったことが起こらない

ように、市職員である生活保護のケースワーカー

や生活困窮者自立支援事業担当者が米沢市生活

自立支援センターの相談員と情報共有や連携を

密にし、場合によっては同行支援を行うなどして、

相談者が行ったり来たりすることがないように

配慮しているところであります。 

  本市における自立相談支援機関である米沢市生

活自立支援センターの現状としましては、定例で

毎月１回、個々のケースに応じた関係部署や関係

機関が一堂に会する生活困窮者自立支援調整会

議を開催し、個別支援プログラムの進捗点検と見

直しを行いながら、適切な支援に結びつくよう調

整しているところです。 

  センター利用者の中で就労意欲の高い方や早期

就労が見込まれる方に対しては、センターの就労

支援員がハローワークや事業者と連携しながら

求職活動の指導や同行など、伴走型の支援を行っ

ております。センター内にハローワークの端末は

設置しておりませんが、センターの就労支援員等

がハローワークの求人情報の出力を行い、利用者

に配布したり、支援調整会議にはハローワークの

職員も構成員として参加しておりますので、支援

を受ける方の情報共有、支援依頼を行い、円滑に

求職活動が行われるように支援しております。 

  なお、今後、ハローワークのシステムが更新さ

れ、自宅のパソコンやスマートフォンからも求人

情報の閲覧や応募などができるように対応が図

られる見込みですので、それらの進捗も注視しな

がら今後のセンターの体制や機能強化について

研究してまいりたいと思います。 

  一方、生活習慣やコミュニケーション能力に問

題がある、就労意思が希薄、関心がないなど、す

ぐに求職活動を行うことが困難な方もおります

ので、そのような方に対しましては支援メニュー

の一つである生活困窮者就労準備支援事業で

個々の状況に寄り添いながら時間をかけて基礎

的な能力の向上を図る支援を実施しております。 

  健康福祉部では各課の実務担当者が集まって地

域福祉在り方検討会を開催しておりますが、これ

からは当事者の問題を包括的に受けとめ、話を聞

きながら、本人も気づかない要因を掘り起こした

り、抱えている問題を整理しながら各制度の支援

機関を総合的にコーディネートし、解決に向けた

進捗を見ていくような総合相談支援機能が必要

ではないかという課題認識を持っております。 

  また、国の地域共生社会推進検討会において包

括的支援体制の整備について検討し、先進事例も

紹介しているので、議員お述べの奥州市のモデル

事業などもあわせ、本市としてどのような組織体

制が望ましいのか、さらに検討してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） 中身のある御答弁をいた

だきまして、本当にありがとうございました。 

  その中でも若干、残りの時間少しですが、もう

少し深めてみたいところについて御質問させて

いただきます。 

  会計年度任用職員の関係につきましては、いろ

いろきのう、おとといも含めてですけれども、マ

スコミ等もいろいろ騒いでおります。この問題に

つきまして、いろいろと当初から、いわゆる公務

ということについて、これは地方公務員の定めと

して、とにかく任用時期を定めないというか、終

わりを定めない任用をすべきだと、公務の関係に

ついてはそういうことだということも含めて議

論があったわけでございますけれども、さまざま
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なコスト面の問題でありますとか地方財政の問

題でありますとかというところの中から今まで

のような対応が発生してきて、それなりの経験値

を積みながらそして今日に至っている。今回の法

改正によって、国でこのようにいたしましょう、

このようにしましょうということであれば、一定

程度、国からの補正の財源をいただけるようなこ

とは今あるのかないのか。 

  あともう一つ、あわせて申し上げれば、最近よ

くマスコミで取り上げられているものの中に就

職氷河期の自治体での職員採用という記事が結

構取り沙汰されております。この辺については本

市としてはどのようにお考えでいらっしゃいま

すか。 

○鳥海隆太議長 後藤総務部長。 

○後藤利明総務部長 まず初めに、会計年度任用職

員についての財源についてでございますけれど

も、現在まだ国からは示されておりません。国で

は今後の予算編成の過程の中で必要な検討を行

うというところまでしかお聞きしておりません

ので、今後どのようになるのかはこれから注視し

たいと考えております。 

  それから、就職氷河期の採用につきましてであ

りますけれども、本市では退職者数に応じて採用

を検討していますので、その年代だけを別個に限

定されることにつきましては現時点では考えて

いないところでございます。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） ぜひ国に要望して、これ

は繰り返しになりますけれども、今までそうそう

まあまあやってきたことに対してここを変えろ

ということであれば、国がこういった形でやろう

ということであれば、それはやはり要望してしか

るべきだと思うので、ぜひ予算的な中身について

も国に働きかけていただきたいと思います。 

  続きまして、独立行政法人について、部長から

御答弁がございました。とりわけおっしゃった内

容、他課への案内等、つまり住民が窓口を訪れに

なって、そのほかのサービスに、それにたどり着

けるような手配を職員間でできなくなってしま

うのではないかという懸念という部分について、

私は非常に感心いたしましたし、このサービスの

維持ということを考えれば私も同感でございま

す。ほかの課に、この方はこういう手続に来られ

たんだけれども、これはそちらでこういったこと

をされたほうがよろしいですよということが、も

し独立行政法人の職員と市の職員という形の中

での連携が保障できない以上、私もこの辺につい

ては同感でありますし、ぜひこの考え方で対応し

ていただきたいなと思った次第でございます。 

  さて、内部統制の監査の問題でありますけれど

も、こちらの監査基準につきまして御答弁あった

中身は、統一性を欠くものであってはならないと

いうことのお話がございました。しかし、地方自

治体の地方分権ということを考えれば、国からの

指示でもって監査基準までも定めるということ

にはならないと思うんです。その辺を考えて言え

ば、例えば米沢市のいろいろな方々の御意見をお

聞きしたりあるいは庁内での話を決めながら独

自にこれはつくっていくべきだと。今回の法改正

の中では聞いてくださってもいいですよみたい

な表現になっているわけですね、国の基準につい

て、わからない場合はという設定がつくかつかな

いかは別にいたしまして。でも、やはり地方分権、

今回の地方自治体の改革というのは、あくまでも

当初は地方分権、地域創生ということも含めて言

われてやってきた中身ですので、ぜひその辺は、

独自と言っては語弊あるかもしれませんけれど

も、本市として考える内容の監査基準につくり上

げていただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○鳥海隆太議長 森谷代表監査委員。 

○森谷和博代表監査委員 今、議員のおっしゃると

おりと我々も理解しております。 

  我々が独自につくるということにはなりますけ

れども、あくまでも総務省の助言でございまして、
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我々が必ず聞かなければいけない、すり合わせし

なければいけないというものではないと考えて

おります。 

  あわせて、監査基準の策定につきましては、平

成29年６月に公布されましてから、我々監査委員

の全国的な研修とか、集まった協議会といいます

か、そのときの専らの関心事はまさしくこの点で

ございまして、いろいろな情報交換はお互いの各

監査委員の中で、私的なものにはなるかもしれま

せんけれども、やっているのが現状でございます。 

  あわせて、私及び事務局職員も研修に行ってお

りますし、この５月に監査基準案が提示されてい

るわけですけれども、この11月にも県内13市の集

まりがございましたけれども、そのあたりのとこ

ろで意見交換しながら、他市の状況を得ながら進

めてまいりたいと考えてございます。 

○鳥海隆太議長 影澤政夫議員。 

○２番（影澤政夫議員） ありがとうございました。 

  最後になりますけれども、ひきこもり、それか

ら生活困窮者の話についてもさせていただきま

したけれども、私としては、ひきこもりの方々が

即就労に結びつくとかそういった簡単な問題で

ないことは十分承知してございますし、その就労

意欲とかあるいはそこに至るまでの彼らの苦し

み、これは生活困窮者の方も同じだと思うんです

けれども、さまざまな理由がある中で、窓口に入

りやすい、そこでワンストップで決まるという体

制が本当に大切だろうと思うんです。なぜならば、

やはりその方々、とりわけひきこもっていらっし

ゃる方々、この潜在的な数ということを考えれば、

この後の米沢市の大切な人的資源であると思う

わけでございます。 

  ぜひこの際、総合窓口設置を目指して、ほかの

自治体にも冠たる米沢市のそういった窓口をつ

くっていただきたいものだと、それに向けて委員

会を開設していただきたいものだと思いますの

で、ぜひお願いしながら、私からの質問を終わら

せていただきます。 

○鳥海隆太議長 以上で２番影澤政夫議員の一般質

問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ０時０８分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 １時０９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、子育て支援策について外２点、７番高橋

壽議員。 

  〔７番高橋 壽議員登壇〕（拍手） 

○７番（高橋 壽議員） 私の質問は３点です。 

  最初の質問は、子育て支援策について伺います。 

  中川市長は、さきの市長選挙で「子育てするな

ら米沢市と言われるようにしたい」と述べたとの

報道がありました。市長がそのような米沢市にす

るために実施しようと考えている子育て支援策

とは、具体的な施策としては何なのか、そしてい

つまでに実施するお考えなのか、具体的な実施計

画、いわゆるロードマップを議会と市民、特に子

育て世代に示すべきではないでしょうか。そのこ

とをまず申し上げて、子育て支援策の具体的な施

策について伺います。 

  （１）子ども医療費無料化の高校生までの引き

上げについて。 

  ３月議会の代表質問に市長は厳しいと、財政的

に厳しいという答弁をして、実施するお考えはな

いと答弁をしておりました。そして、11月に県の

社会保障推進協議会の自治体キャラバンで要請

をいたしましたけれども、ここでも財政的に難し

いという回答でした。ところが、11月の市長選挙

では市長は、医療費無料化を高校生まで引き上げ

ると公約していました。選挙公報にも記載されて

います。 

  共産党市議団は、突然のことであれ、高校生ま
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での引き上げを歓迎するものでありますが、置賜

３市５町の実施状況を見れば、遅過ぎた決断と言

わざるを得ません。選挙公約ではいつから実施す

るかということは示されておりません。2020年度、

新年度予算に予算を計上し、実施するように求め

ます。 

  （２）準要保護の小学新入生への就学援助、い

わゆる新入学児童学用品費、この入学前支給につ

いて伺います。 

  厚労省が要保護児童生徒への入学準備金の支給

時期を入学準備にふさわしい時期に支給するよ

う促す通知を出して以降、要保護児童生徒と準要

保護児童生徒の支給時期も入学後から入学前に

改善する自治体が全国で一気にふえました。 

  米沢市も要保護児童生徒で中学新入生について

は入学前支給に改善され、それに伴って準要保護

の生徒も中学新入生については改善されました。

しかし、準要保護の小学新入生についてはいまだ

入学後の支給のままとなっています。県内の自治

体では既に小学新入生の入学前支給を実施して

いるところもございます。県内自治体の支給状況

はどうなっているのかまずお知らせをいただい

た上で、米沢市も小学新入生について入学前支給

に改めるように強く求めたいと思います。 

  （３）学童保育の公設化について伺います。 

  中川市長は、４年前の市長選で学童保育の公設

化を選挙公約に掲げていました。ところが、この

４年間、議会で再三、私を含め多くの議員からこ

の公約実現をただされても、いまだ未着手、４年

間でこの問題は１ミリも前に進んでいません。こ

の４年間で市内の学童保育所の分園化、建てかえ

は民設の方向で進んでいます。公約とは真逆のこ

とが進められ、今実際米沢市の学童保育の多くが

民設で建設が進んでいます。保護者の負担を軽減

する、子供たちの安全を確保し、そこに行政が責

任を持つことが公設化の目的ではなかったでし

ようか。４年間、公設化を進めようとしなかった

ために、市内の学童保育所ではやむなく民設で整

備せざるを得ない状況になっています。保護者の

負担がふえる結果となってしまっています。また、

市内の学童保育施設の施設整備で格差が顕著に

なってきています。学童保育の整備は米沢市の子

育て支援の大きな柱にすべきではないでしよう

か。 

  今回の市長選で中川市長は学童保育について一

言も触れなかったのではないでしょうか。一体４

年前の選挙公約はどこへ行ってしまったのでし

ょうか。子ども・子育て支援計画で示された方針、

これは「小学校余裕教室の利活用を進めていく」

としていました。このことにも反するものではな

いでしょうか。一体市長はどう考えているのです

か。 

  （４）ことし10月から国は幼児教育・保育の無

償化を始めました。市がこれまで保育料軽減のた

めに持ち出していた分のうち年間2,100万円が浮

くことになると担当課が明らかにいたしました。 

  保育園の副食費（おやつ、おかず代）は、これ

までは保育料に含めて徴収されていましたが、10

月からは副食費分は公定価格から外され、年収

360万円を超える世帯は月額4,500円の副食代を

徴収されることになりました。国の基準では年収

360万円未満の世帯と第３子以降の副食費を免除

いたします。ただし第３子以降の児童は、第１子、

第２子が同時入所の場合に限られます。米沢市は、

単独事業として年収360万円を超す世帯について、

第３子については、第１子が小学校６年生から数

えて第３子に限って無償とします。ただし、第１

子、第２子は無償になりません、していません。 

  県内他市町村では、この減額分を国の基準では

副食費（おかず代）無償化の対象にならない世帯

あるいは幼児に対象を拡大したり、無償化対象に

ならないゼロから２歳児の保育料の軽減などに

充てるなどして子育て支援の拡充に振り向ける

対応をしているところもございます。 

  しかし、米沢市はそうした対応をしていません。

なぜやらないのか私には理解できません。年収
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360万円以上の世帯の第１子や第２子を無料化す

るなど対応すべきではないでしようか。県内自治

体のこの対応の状況もあわせてお知らせくださ

い。 

  ２つ目の質問です。災害時の避難所の整備、運

営のあり方について伺います。 

  昨年の西日本豪雨災害、そしてことしの台風15

号、19号の豪雨災害でこれまでになく多くの方々

が避難所生活を強いられることになり、避難所の

あり方が問われることになりました。 

  米沢市でも台風19号による豪雨で、10月12日、

市内各地区約7,200世帯、１万8,000人に避難勧告

が発令され、市は自主避難所をコミセンあるいは

小学校に開設し、そして326名の市民の皆さん方

が避難したと報告がありました。 

  私が住んでいる地区の万世コミセンには、要配

慮者である、施設に入所している高齢者、障がい

者の方々が40名避難し宿泊いたしました。板敷き

のホールにブルーシートと毛布を敷いて朝を迎

えました。朝食は、施設で備蓄していたレトルト

食品をわざわざ持ち込んだものを準備して朝食

をとっていました。 

  自主避難とは、避難所を開設しても、運営も備

品も食事もあとは自分たちでやれというものの

ようです。これでいいのでしょうか。市民が安心

して避難できる避難所施設になっていないので

はないでしょうか。特に高齢者や障がい者、乳幼

児、妊婦など要配慮者に配慮された避難所となっ

ていないのではないでしょうか。災害時の避難所

に指定されているコミセンや小学校などの冷暖

房設備の整備、プライバシー確保のための資材、

エアーマットや段ボールベッドなどの配備は万

全になっているのでしょうか。 

  これまでもこの議会でほかの議員から避難所の

国際基準「スフィア基準」なども紹介され、整備

するように求めてきたと思います。2016年には内

閣府が避難所運営ガイドラインを発表し、市町村

においては本ガイドラインを積極的に活用し、避

難所を開設するだけにとどまらず、質の向上に前

向きに取り組むことを提起しています。９月の山

形県議会ではこの問題が取り上げられて、避難所

の資機材の充実について、県の防災くらし安心部

長が答弁をしております。避難所の質の向上に努

める。市町村段階で進んでいる段ボール製品の供

給に関する協定も締結に向けて検討すると、県と

しての避難所のあり方を改めて検討すると答弁

しています。 

  段ボール製品については、県の答弁では市町村

段階では整備が進んでいるという見解でしたけ

れども、米沢市は進んでいないのではないでしょ

うか。冷暖房整備は、小学校の体育館を指定避難

所としていますが、冬期間の暖房を考えれば、国

の緊急防災減災事業債などを活用して今後はエ

アコンを設置するなど大胆な考え方をする必要

が私はあると思います。食事もレトルト食品では

なく、温かい食事を提供できるような避難所にし

ていく必要があります。 

  そこで、（１）冷暖房設備の整備、そしてプラ

イバシーの確保、段ボールベッドの配備など、特

に高齢者、障がい者、乳幼児などの要配慮者に対

する対応、これが万全かどうか伺いたいと思いま

す。 

  （２）避難所運営のあり方、10月12日の自主避

難所開設後の運営について、その後の市政協議会

でも多くの議員からその運営のあり方が問われ

ていました、避難所運営は万全なのか。市の地域

防災計画の中にも細かに避難所の運営のあり方

について記載されています。改めてなぞってみま

したけれども、書かれている中身と実際の10月12

日に起こったことは相当隔たりがあると私は感

じました。そこで改めて、避難所運営、この人員、

そして体制が万全なのかどうか伺いたいと思い

ます。 

  市長の選挙公約を見ましたけれども、どういう

わけか、災害時の避難所に市の職員を派遣すると

いうことが１行ありました。このことについては
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その他の機会に具体的にどういうことなのかお

伺いいたしますけれども、きょうのところは避難

所運営のあり方が万全にできるような人員ある

いは体制になっているのかどうかお伺いしてお

きたいと思います。 

  ３つ目の質問は、市立病院の建てかえに伴う課

題についてお伺いをいたします。 

  （１）独立行政法人になった場合、議会の関与、

チェックはどうなるのでしようか。 

  市立病院の建てかえ計画が2023年開院の予定で

現在進んでいます。運営形態は、現在の市直営か

ら地方独立行政法人、いわば民間です、ここに移

行するとしています。移行後は、これまでのよう

に議会での毎年度の予算や決算の審議はなくな

り、事後報告にとどまることになります。病院経

営に議会のチェックが入らず、調査権が奪われて

しまいます。市民からの民主的なチェック機能、

市民参加の地域医療のあり方が後退することが

懸念されます。議会への報告は、経営に関する、

恐らく数値を中心にした事後報告となるでしょ

う。日常的な医療活動に議会が関与する機会はな

くなることが懸念されます。 

  公立病院の「公立」の意味するところは、民主

的な手続のもと、議会の関与、市民の意見が医療

活動に反映されることにあります。民間病院との

違いはここにあるわけです。 

  また、現在のように直営であれば、市立病院が

市の行政のほかの分野と一体になって行うまち

づくり、そういう全体の一環として市立病院が位

置づけられて、医療行為が位置づけられることに

なりますけれども、独立行政法人となれば外部化

されてしまって、自治体全体で取り組む地域医療

や福祉政策が機能しなくなるおそれも出てまい

ります。 

  地方独立行政法人への移行と議会の関与、チェ

ック機能、まちづくりの全体施策とのかかわりの

課題について、どのように認識しているのでしょ

うか。 

  現時点で60の病院が独立行政法人化されていま

す。経営の点で直営病院と地方独立行政法人化し

た病院を比較した場合、これは作新学院大学の名

誉教授太田正さんという方がいらっしゃるわけ

ですけれども、この方がさまざまな計数など省く

ものを省く、そして入れ込むものは入れ込んだと

いう形で出した結果によりますと、2016年度、純

自己収支差額がプラスとなった病院は、直営公立

病院805ある中で９病院、地方独立行政法人病院

88病院のうち１病院にとどまっています。 

  独立行政法人化への移行が経営改善に直結する

ものではないとしたら、なおさらのこと、議会の

関与、チェック機能が働かなくなるというのは、

もはや病院の地域医療に果たす役割として決定

的な問題が出てくると考えています。このことが

担保されなければ、私は独立行政法人化への移行

は再考する必要があると考えます。 

  （２）三友堂病院移転に伴う利用者の意見、声

をどう認識しているのかお伺いしたいと思いま

す。 

  三友堂病院、そしてリハビリセンターは、現在

の市立病院に隣接して新たに移転改築する計画

になっています。これまで三友堂を利用していた

市民、とりわけ周辺地域の皆さんの声をどのよう

にお聞きしているのでしょうか。いろいろな御意

見があるようです。そうしたものを移転計画の中

に反映する必要があると思います。そのことにつ

いてお伺いしたいと思います。 

  以上３項目について質問し、市長の答弁を求め

たいと思います。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

  〔中川 勝市長登壇〕 

○中川 勝市長 私からは、１の子育て支援につい

ての御質問のうち、（２）小学校新入生の入学準

備金の入学前支給について以外の質問について

お答えいたします。 

  最初に、（１）医療費無料化の高校生まで引き

上げについてでありますが、県の子育て支援医療
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給付事業としては、外来受診分は小学校３年生ま

で、入院受診分は中学校３年生まで、所得による

一部負担ありとなっております。県内35市町村の

うち高校３年生まで医療費の無料化を行ってい

るのは18市町村で、県内13市では４市が実施して

おります。本市を含め17市町村は中学３年生まで

を無料化している状況であります。 

  子育て支援の拡充を図るため、子育て世代の保

護者への経済的支援として、本市の高校３年生ま

で全ての子供が対象となるよう子育て支援医療

給付事業の拡充を実現したいと考えているとこ

ろであります。事業の実施に当たっては、まちづ

くり総合計画の実施計画や予算編成の中で示し

ていきたいと考えているところであります。 

  次に、（３）放課後児童クラブの公設化につい

てであります。 

  従前から述べているとおり、子ども・子育て支

援新制度導入以前においては面積基準や職員の

配置基準も定められておらず、狭いスペースに多

くの子供たちが保育されているような状況もあ

り、この劣悪な環境を変えるためには公設化が必

要と考えておりました。 

  しかしながら、米沢市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例によ

り、設備の基準、職員の配置が定められ、毎年施

設の実地監査を通して改善等の指導も行ってい

ることから、市内どの施設も一定の基準を満たし

ている状況にあります。また、家賃補助を給付し、

一定の支援も行っていることから、放課後児童ク

ラブの公設化等については事業主体の意向や状

況に沿った対応を考えてまいりたいと、このよう

に考えております。 

  最後に、（４）幼児教育・保育の無償化で減額

となる市の持ち出し分、年間2,100万円を市の単

独事業の拡大に使うべきとの御意見につきまし

ては、医療費の無料化も含めまして子育て支援全

体で判断してまいりたいと、このように考えてお

ります。 

  以上であります。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 私からは、小学校新入生への

入学準備金、就学援助における新入学学用品費等

の入学前支給についてお答えいたします。 

  まず、置賜管内の状況ですけれども、長井市と

南陽市が新入学学用品費の入学前支給を実施し

ております。高畠町は令和２年度の新１年生から

実施する予定でありますが、他の４町は実施予定

はございません。 

  県内他市で見ますと、令和２年度の新小学１年

生から実施する予定をしているのが２市で、ほか

は既に実施している状況です。 

  次に、本市においての実施についてであります

が、新小学１年生に対する新入学学用品費の入学

前支給について、令和３年度の新１年生から実施

できるよう準備を進めているところであります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

  〔堤 啓一市民環境部長登壇〕 

○堤 啓一市民環境部長 私からは、２の災害時の

避難所の設備、運営のあり方についてお答えいた

します。 

  初めに、冷暖房設備の整備、プライバシー確保、

段ボールベッドの配備など、特に高齢者、乳幼児

などへの対応は万全かについてでありますが、本

市には避難所が65カ所ありますが、その中でも早

期に開設するのは各コミュニティセンター、市立

の小中学校の体育館になります。現在の各コミュ

ニティセンターのホールには冷房設備がないと

ころが10カ所、小中学校の体育館においては冷房

設備は整っておりません。 

  避難所生活は、災害の状況、避難生活の期間の

長さ、また季節によって環境が変化しますので、

避難所を開設するだけにとどまらず、環境改善に

前向きに取り組んでいくことは重要な課題であ

ると認識しております。 
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  本市の避難所用の備えといたしましては、冬期

の災害の備えとして、パワーストーブ、ファンヒ

ーター、反射式ストーブを計164台備蓄しており

ます。 

  また、避難所生活のプライバシー保護のため、

避難所用パーテーション62セットを各防災資機

材庫に分散配備しておりますが、段ボール式ベッ

ドはまだ配備しておりません。 

  夏期であれば熱中症予防などの暑さ対策が必要

であるため、仮設型のスポットクーラーなどの冷

房機器、冬期であれば寒さ対策として、ジェット

ヒーター、ブライトヒーターなどの暖房機器を貸

し出ししている企業もありますので、今後、災害

時応援協定等を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  また、避難所の備蓄として、プライバシーの保

護のための段ボール式の間仕切りや衛生面での

段ボール式のベッドなど、市販されているものも

ありますが、本市には段ボール製品を製造してい

る企業もあり、そのほかにも県内で対応可能な企

業もありますので、今後備蓄を進めていきたいと

考えております。 

  避難所開設、運営におきましては、高齢者、障

がい者、乳幼児、児童生徒、妊婦など、災害時要

配慮者と言われる方に配慮しなければなりませ

ん。避難所となる施設、特に小中学校においては、

個人情報がある校長室、事務室、職員室、学校再

開のための普通教室や、実験に使用する薬品があ

る理科室など、開放できない部屋もあります。医

務室や視聴覚室など、カーテンにより部屋の中が

見えないような部屋は、避難所生活により体調を

崩した方や乳児に授乳をするための部屋として

一部開放するような配慮も必要となってきます。 

  また、高齢者や障がい者の方につきましては、

コミュニティセンターや学校での生活が困難で

ある場合、福祉避難所への移送なども必要な場合

もあります。そのため、各避難所の規模、部屋の

配置なども含め、避難所開設、運営について検討

していきたいと考えております。 

  次に、避難所運営のあり方が指摘されてきたが、

運営体制は万全かについてお答えいたします。 

  今年度の台風第19号では、台風接近に伴う大雨

により、土砂災害警戒区域の住民に避難勧告を発

令し、また河川水位上昇により浸水のおそれがあ

るため、市内全域に避難準備・高齢者等避難開始

を発令し、避難所を21カ所開設いたしました。 

  本市におきまして過去の事例から見て21カ所の

避難所を開設したのは初めてであり、開設、運営

での問題点、課題等が確認されました。また、実

際に避難所の運営に当たった職員、コミュニティ

センター職員、小中学校職員からも意見が寄せら

れております。 

  このようなことから、避難所開設についての改

善策を検討し、災害時対応マニュアルとして「避

難所開設マニュアル」「避難所運営マニュアル」

を整備、更新するとともに、避難所への派遣職員

選定などを進め、次年度の出水時期、台風シーズ

ンまでには避難所運営研修会などを行い、スムー

ズな避難所開設、運営や災害対応を行ってまいり

たいと考えております。 

  また、今回の台風では避難しなかった方もいら

っしゃいますが、現在、更新作業を進めている防

災ハザードマップを令和２年３月までに全戸配

布予定ですので、まちづくり出前講座などを通じ

てマップの周知を図り、市民の防災意識の向上に

努めていきたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 渡邊病院事業管理者。 

  〔渡邊孝男病院事業管理者登壇〕 

○渡邊孝男病院事業管理者 私からは、問い３（１）

地方独立行政法人になった場合、議会の関与や市

民の意見はどう反映されるのかとの問いにお答

えいたします。 

  米沢市立病院と三友堂病院の建てかえについて

は、平成31年３月に策定された基本計画に基づき、

現在基本設計の作成を進めており、令和５年度の
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新病院開院に向け取り組んでいるところです。ま

た、新病院の開院にあわせ、現在の地方公営企業

法全部適用から地方独立行政法人への組織体制

の移行も目指していきたいと考えているところ

です。 

  地方独立行政法人とは、公共上の見地から確実

に実施が必要な事務事業で、民間の主体に任せて

は確実な実施が確保できないおそれがあるもの

を効率的、効果的に実施するため、地方公共団体

が100％出資して設立する法人であり、議会の議

決や都道府県知事の認可を受けて設立されるも

のです。地方独立行政法人の特徴として、目標に

よる業務管理や適正な業務実績の評価が挙げら

れます。 

  前者の「目標による業務管理」とは、目標、計

画、評価、業務運営への反映という流れを義務化

したもので、具体的には、設立団体となる米沢市

が、３年から５年以下の期間で法人が達成すべき

業務運営に関する目標、いわゆる中期目標という

ものを議会の議決を経て策定し、法人に指示いた

します。法人はその目標を達成するための中期計

画を作成し、市長は議会の議決を経てそれを認可

する手続を踏みます。さらに、法人は毎事業年度

の開始前にその事業年度の業務運営に関する年

度計画を作成し、市長に届け出なければなりませ

ん。これらはいずれも公表が義務づけられており、

法人の業務内容の透明性が図られております。 

  また、後者の「適正な業務実績の評価」とは、

目標による業務管理に対する事後の事業評価の

位置づけとなります。具体的には、法人は中期目

標に係る事業報告書を作成し、市長が毎事業年度

及び中期目標期間の業務実績を評価することと

なり、その評価結果を法人に通知し、議会に報告

いたします。市長は必要に応じて中期目標期間終

了時に組織、業務全般の見直しを行います。 

  なお、評価に当たっては評価委員会の意見を聞

くこととされ、その評価委員会の構成は医療経験

者や公認会計士など専門性の高い委員を想定し

ており、これまで以上に事業の効率化や透明性の

確保、医療の質やサービスの向上等が求められる

ことになると考えております。 

  以上のことから、法人化した場合の議会の関与

につきましては、制度に準じた対応を基本として

推進していきたいと考えております。 

  地方独立行政法人化に当たっては、市が全額出

資して運営するものであり、市立病院という位置

づけや市民に対する公の役割を担うという意味

合いは今までと変わらないものと考えておりま

す。 

  今後とも、職員はもとより、議会や市民の皆さ

んに対して、建てかえに関する情報を含め、協議

の進捗状況に応じた必要な情報提供を行い、市民

の皆様のお声をいただき、市民の皆様や職員の御

理解と御協力のもと、事業の推進を図っていきた

いと考えておりますので、どうぞよろしくお願い

申し上げます。 

  次に、問い３の（２）三友堂病院の移転に伴う

利用者の意見、声をどう認識しているかについて

お答えいたします。 

  このたびの三友堂病院との機能分化、医療連携

では、三友堂病院とより緊密な連携を行っていく

ために、現在の市立病院敷地に三友堂病院ととも

に新病院を建設しようとしております。それに伴

いまして、既存の三友堂病院の近隣住民の皆様に

は、高度な医療が必要になった場合、市立病院ま

で来院していただくことになり、若干の御不便を

おかけすることになります。 

  なお、三友堂病院の移転に関しましては、以前

より近隣住民から心配の声があることを三友堂

病院にお伝えしておりますし、三友堂病院にも直

接同様の声が寄せられていると聞いております

ので、三友堂病院の今後の方向性が決まった段階

で交通の便の確保等を含めまして市の関係部署

と検討してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 
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○７番（高橋 壽議員） まず、新１年生の入学準

備金ですけれども、支給時期を小学校についても、

令和３年ですから、来年の年末か年明けて３月ご

ろ、中学生は３月支給ですので、大体そのころに

は支給していただくことに改善するという答弁

をいただきました。 

  それで、これまでは、なかなか入学後でないと、

子供さん、御家庭の状況も十分把握できないので

入学後だというお話でしたけれども、今回そうい

う形でやられるという話ですと非常に歓迎した

いと思います。 

  保育園とか幼稚園に入っている子供さん、御家

庭の特に貧困状況にあるという方々が就学援助

を受けるわけです。そういう点では私はやはり入

学する前にその御家庭の状況をよくつかむとい

うことが非常に大事だと思っていたわけですよ。

入学準備金もそうですけれども、そのほかのさま

ざまな生活困窮世帯への教育支援なり福祉支援

という点で、やはり入学前によく状況をつかんで

やるということが大事ですので、そういう点から

も入学前支給というのは非常に大事ですので、ぜ

ひ令和３年から間違いなく実施していただきた

いと思います。 

  ただし、当該学校の事務の皆さん方の業務がど

うふえていくのかということ、それから幼稚園や

保育園の担当の方のどういう業務がふえていく

かということもございますので、その辺も勘案し

ながらよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、子ども医療費の無料化を高校生まで引き

上げるということでしたけれども、今の答弁を聞

きましたら、結局やらない、いつになるかわから

ないと。やらないというか、来年、新年度にはや

らないんだと。いつになるかわからない。まちづ

くり総合計画、これから５年間、今の計画があり

ますけれども、その中で何とかやれればやると、

そして財政状況が許せばということですから、財

政状況によってやらないこともあるというお話

ですよね。これは全く公約と違うんじゃないでし

ょうか。 

  それと、市長は、さきの、たった、直前という

か、ついこの間の市長選で市民の皆さん方に高校

生まで引き上げやりますとおっしゃったわけで

しょう。多くの有権者の皆さん方、特に若い子育

て世代の方々は、来年からなるんじゃないかと期

待を持つのが当然だと思うんですよ。その期待を

裏切るということになりませんか。財政的な裏づ

けもなしに、まちづくり総合計画の中で考えてい

けばいいんだという話で選挙公約に上げたとし

たら、それは余りにも安易に選挙公約したと言わ

ざるを得ません。市民の皆さん方の期待を裏切ら

ないように、来年度、新年度から予算計上するの

が当たり前じゃないですか、もう一度、市長、答

弁願います。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 私は、来年度やらないということ

は一言も言っていません。まともに捉えてくださ

い。（「じゃやるんですか」の声あり） 

  ただ、先ほど答弁しましたように、まず実施計

画、これにまず入れなきゃならないということは

申し上げたとおりであります。来年２月にその実

施計画の見直しがありますので、まずそこに入れ

て、そして予算編成の過程で、来年度の、そうい

ったこともしっかりと見据えながら示していき

たいということでありますので、やらないなんて

いうことは一言も言っていません。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） そうしましたら、やらな

いということは言っていないかもしれませんけ

れども、やるということも言っていないじゃない

ですか。 

  そういうことで選挙公約に堂々と掲げる、それ

を子育て支援の目玉政策のように掲げたわけで

しょう。市民の皆さん方は期待を持ちましたよ。

私も大歓迎いたしました。しかし、よく見たら、

いつからやるという実施時期を書いていないん

ですよ。そこは有権者に対して非常に不親切。 
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  今おっしゃったように、来年度の予算編成をや

る中で、それから第３期の総合計画実施計画の中

に入れ込んでという、そういう順序の問題だと今

おっしゃいましたけれども、そういう順序の問題

だったら、第３期に入れ込んで来年からやります

という話を選挙公約に書かなきゃならないんで

すよ。有権者の皆さん方は来年度からやるんじゃ

ないかと、やるんでしょうと、そういう期待を持

ったのは当然です。それを裏切らないようにして

いただきたいと思います。 

  もう一度言いますけれども、現時点では、きょ

うの時点では、やることは確定していないという

ことでよろしいですね。 

○鳥海隆太議長 中川市長。 

○中川 勝市長 選挙公約で申し上げてきたことは、

次の４年間で実施したいことを公約として私は

述べたつもりです。ただ、いずれの公約にしまし

ても早目には対応したいということで、来年から

やるとかというその期限を明示してのお話はし

てこなかったわけでありますけれども、しかし、

なるべく極力早目の対応をさせていただきたい

と。そういった中で、先ほど来申し上げておりま

すように、予算編成の中でそういう状況をしっか

りと捉えながら進めてまいるということだけは

申し上げておきます。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 有権者、市民の皆さん方

の期待を裏切らないように、来年の新年度予算で

編成して実施を強く求めたいと思います。 

  私、もう一言だけ申し上げておきたいんですが、

市長は４年間の実績の中で子供の医療費の引き

上げを中学３年生までやりましたと書いており

ましたけれども、これは市長が就任する前に既に

中学３年生まで引き上げになっておりましたの

で、そこはお間違いにならないように……。じゃ

いつやられたんですか、引き上げは。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 実施については、市長が

就任なされた次の年の４月からになっておりま

す。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 2015年の12月就任でしょ

う、市長は。中学３年生まで引き上げられたのは

2015年４月からですよ。ですから勘違いされてい

ると思いますので、確認をしていただきたいと思

います。選挙公約で間違った言い方をされては困

ると思います。 

  次に、学童保育の公設化ですけれども、学童保

育の意向調査をやられて、学童保育を公設化して

ほしいという話があれば公設化していくという

話になっているわけですけれども、公設になった

学童は一つもないと。これは何でならないんです

か、市長がそんなにかけ声をかけていながらです

けれども。結局、結果として学童保育の公設化と

いうのがまだ実現してないわけです、一つも。市

長は、学童保育の公設化、その考えに変わりはな

いということもほかの議員から問われておっし

ゃっておりましたし、きょうの話もそういうこと

だと私はとりました。学童の意向を踏まえて公設

化をしていきたいというお話でしたけれども、な

ぜ公設化が進まないんですか、こんなに。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 私からお答えいたします。 

  公設化につきましては、もちろん学校という施

設を使用していくことが前提となりますので、さ

まざまな学校を利用するに当たっての要件とい

うか、確認すべきこと等がございます。まずは学

校の経営に支障がないこと、それから余裕教室が

あること、それからセキュリティーに問題がない

ことというような条件をまずはクリアする必要

がございます。 

  さきにおっしゃられました意向調査を踏まえ、

意向調査の結果、市内には３校ほど公設というか、

学校に入るというか、そういった教室の利用を希

望しているところがございますが、さまざま要件

等を勘案したところ、現在のところそちらの要望
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には全てについてお応えできていないという状

況でございます。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） そうしますと、その３学

童については要件を満たさないということで、そ

の意向、つまり公設化に応えることができないと

いうお話でした。ですよね、今のところ。とすれ

ば、意向を示した３学童の公設化ができないとし

たら、結局どこもできないんじゃないですか、公

設化。 

  そういう事情ということであれば、私は公設化

じゃなくて別な方針を新たに出して、そしてその

方向で今以上に施設整備がよくなるようにして

いくというのが米沢市の、何というか、対応だと

思うんですよ。公設化、公設化と言って実際意向

調査もして、そういう意向もある、しかし各学校

の条件が整わないということであれば、そこは各

学校の余裕教室を使うということを諦めて、単独

施設として学童保育の公設化、建設をするとか、

そういう方向で方法、やり方を検討していく必要

があるんじゃないでしょうか。 

  ４年たちまして、いまだにその方針も出ないと

いうことであれば、さらに何年かかるかわからな

い話になってしまうわけです。学童保育の関係者

の方々も、４年前の市長の公約に期待し、そうい

う方向でぜひお願いしますという話をして公設

化を望んできたわけです。それが実現できない。

そして、今答弁ありましたように、そういうさま

ざまな要件をクリアできずに公設化できないと。

その状況がいつまで続くのか。結局無策と言わざ

るを得ないんじゃないですか。施策を講じていな

いと言わざるを得ません。その辺のところどうで

すか、もう一回。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 御承知のとおり、公設化

につきましては、先ほど申し上げましたとおり、

希望に沿った形でということで答弁を申し上げ

たとおりであります。それに沿ってやっているわ

けですが、今さっきあったように条件が整わない

ところがやはりあって、さらにそこが学区に１つ

だけでないというところもあったりして、その要

件がやはり整わないということが今ございます。 

  ただ、先ほども答弁したように家賃補助という

形で、現在の施設の運営というか、そちらには少

なからず寄与しているといった状況にあります

ので、一概に公設を一気に進めたいというか、希

望に沿ってということが今整わないでいるとい

った状況にあるということを御理解いただきた

いと思います。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） ことし、ある学童で、国

の補助金を米沢市を窓口にいただいて、学童保育

を新しく建てかえをしているわけです。これは本

来、米沢市が公設でやるということであれば事業

主負担がなくなるわけですよ。ところが、民設と

いう形をとらざるを得なかったために、事業主、

つまり父母の負担が出てきている、４分の１負担

しなきゃならないわけですよ。総額5,000万円の

うちの４分の１、相当な金額ですよね。つまり公

設化を目指すと市長がおっしゃったのは父母の

負担を減らすという話から始まったわけですけ

れども、逆に公設化が進まないために父母の負担

がふえているわけですよ、軽減されていないと。

そういう事態が米沢市の学童保育で今進んでい

るわけです。 

  だから、公設化をやるんだったら、学校の余裕

教室を使えないという事情があるのであれば、別

な方法、先ほど申し上げたように単独で施設をつ

くるとか、そういう方向転換をしながら父母の期

待に応えていくという方向を打ち出す必要があ

るんじゃないでしょうか。ぜひ検討をお願いした

いと思います。もう一回、答弁。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 繰り返しになりますが、

やはり学童クラブの意向に沿ってということを

最大限に考えていきたいと思いますので、そちら
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を踏まえながら今後については検討してまいり

たいと考えてございます。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 学童保育の整備について、

市内の特に周辺部のところについては非常に貧

弱な施設を利用せざるを得ない状況になってい

ます。中心部で比較的子供さんの数が多いところ

については自前で先ほど言った４分の１の事業

主負担を出して、それで建てかえができるという

状況にありますけれども、何とか頑張って建てか

えておりますけれども、周辺部ではそれさえでき

ないという格差が出ていますので、大至急、学童

保育の充実のための米沢市のきちんとした方針

をもう一度出していただきたいと思います。 

  次に、保育無償化に伴い2,100万円、米沢市のこ

れまでの持ち出し額が浮くと。そして、その浮い

た金額をさらに子育て支援のために使う必要が

あるんじゃないかという質問をしたわけですけ

れども、ここは子育て支援全体で判断していくん

だということで、非常に残念な答弁だったわけで

すけれども、第１回目の質問で申し上げましたけ

れども、国の基準では年収360万円以上の世帯に

ついては、第１子、第２子、ここは副食費が無料

にならないわけです。そういったところの軽減に

十分使える額ですし、私は使うべきだと思います。 

  県内の状況が余り示されませんでしたけれども、

市独自の減免をしている市町村が30あるわけで

す、35のうち30。そして全額無償にしている自治

体が10あって、多子カウントの拡大、つまり米沢

市は第１子が小学６年生までと限定しています

けれども、多子のカウントの仕方を18歳あるいは

高校３年生までとしている自治体が20市町あり

ます。 

  本当に米沢市のこの点での取り組みというのは

県内でもおくれた取り組みなんですよ、無償化に

伴う軽減分を子育て支援に具体的に振り向ける、

充てるということについて。子育て支援全体で判

断していくというのは、何の方針も持たない、何

をするかということも考えていないということ

をみずからおっしゃったということと同じだと

思います。 

  もう一回、米沢市として、こういう県内自治体

の対応の仕方、状況をごらんになって、米沢市も、

年収360万円以上、第４階層でいけば470万円を超

える世帯、そこの第１子、第２子、あるいは同時

入園した場合は、兄弟でも第１子、第２子は軽減

ならないわけですけれども、同時入園していても

第１子、第２子まで副食費の無償化をやるとか、

そういうことは考えていただけませんか。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほど議員から質問あっ

た部分について、数字が手元にございませんでし

たけれども、今手元にございますので、それを見

ますと、やはり米沢市がとっている部分というの

は議員おっしゃったとおり30の中に入っている

わけなんですけれども、そのほかの第１子、第２

子について県内を見ても、確かに第２子からして

いるところが多く見られます。ですが、第３子と

いった点につきましては大きくほかのところか

らおくれているといった状況にないんですけれ

ども、さらに状況を見ながらさまざま考えてまい

りたいというか、全体の中でやはり考えていくべ

きものだと考えてございます。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 子育て支援を強化してい

く、そして子育てするなら米沢市と言われるよう

にしたいと市長はおっしゃっているわけですか

ら、今回の無償化で2,100万円、米沢市の持ち出

しが浮くわけですから、そこはきちんと、子育て

支援全体でとおっしゃっても、具体的に何に使う

かということをやはり明確にする必要が私はあ

ると思います。何とはなしにどこかに使っちゃっ

たという話になりかねないと思います。きちんと

やはりできれば新年度予算でこういうところに

使っていくんだということを示していただきた

いと思います。 
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  最後に、避難所の運営、設備のところですけれ

ども、やはり小学校、それからコミセン、特に小

学校体育館を避難所とするのであれば、冷暖房施

設整備をやはりきちんとやっていく必要が今後

あると思います。国の財政支援もきちんとあるわ

けですから、避難所の点での整備ですから教育委

員会とは別です、教育委員会の予算でなくて、市

長部局でやる必要が私はあると思います。 

  先ほど段ボールベッドの件がありましたけれど

も、ぜひ早急に、地元の段ボール製造会社もある

ということですので、協議をしながら備蓄してい

ただきたいと思います。 

  いずれにしても、要配慮者が10月12日の夜、板

敷きのところでブルーシートに毛布をかぶって

一夜を過ごしたという大変な状況が現実にあっ

たわけですので、ぜひ改善方をお願いしたいと思

います。 

  そのことを申し上げ、一言、担当部局からあれ

ばお話しいただいて、質問を終わりたいと思いま

す。 

○鳥海隆太議長 堤市民環境部長。 

○堤 啓一市民環境部長 今回の台風19号の経験を

踏まえまして、今後、避難所の環境改善あるいは

開設、運営について検討してまいりたいと考えて

おります。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 先ほど答弁いたしました

中身についてなんですが、平成28年４月に完全無

償化を現市長の中で実施しております。それ以前

は、範囲については同じですが、一部の負担がご

ざいました。以上であります。 

○鳥海隆太議長 高橋壽議員。 

○７番（高橋 壽議員） 一部負担金の撤廃は中川

市長がやりましたけれども、中学３年生までそこ

を引き上げたということは市長の就任前ですか

ら、今おっしゃったように。間違っています。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 以上で７番高橋壽議員の一般質問

を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ２時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に進みます。 

  一つ、健康寿命を延ばす鍵、口腔機能の維持向

上について外１点、15番齋藤千惠子議員。 

  〔１５番齋藤千惠子議員登壇〕（拍手） 

○１５番（齋藤千惠子議員） 皆様、こんにちは。 

  一新会の齋藤千惠子です。 

  きょうは、お足元の悪い中、議会にお越しいた

だきました。ありがとうございます。心から御礼

を申し上げます。 

  ことしも残すところあとわずかとなりました。

カレンダーも最後の１枚となってしまいました。 

  さて、先ごろの市長選挙におきまして、中川市

長の再選、まことにおめでとうございます。心か

らお喜びを申し上げるところです。市民の皆様の

思いをしっかり市政に反映し、４年間、本市の発

展のため、そして市民の皆様がもっと幸せに暮ら

せますように、さらに御尽力くださいますように、

そしてその手腕を遺憾なく発揮してくださいま

すよう御祈念申し上げるところであります。 

  それでは、早速質問に入ります。 

  大項目１つ目、健康寿命を延ばす鍵、口腔機能

の維持向上についてお尋ねいたします。 

  人生100年時代を迎えました。我が国も超高齢社

会に既に突入しています。高齢化率も物すごいス

ピードで進んでいます。65歳以上の人口は3,000

万人を超えており、これはまさに国民４人に１人

の割合です。人口問題研究所によりますと、2042

年の約3,900万人でピークを迎え、その後も75歳

以上の人口割合は増加し続けると予想されてい
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ます。 

  こうした急速な高齢化の状況に対応するため、

団塊の世代が75歳以上になる2025年をめどに、重

度な要介護状態になっても住みなれた地域で自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが

できるように、医療、介護、予防、住まい、生活

支援などが包括的に確保される体制、いわゆる地

域包括ケアシステムが構築され、国策として取り

組んで、はや15年がたちました。今、幅広い視点

から医療そして介護の体制を大きく進行させて

いく時期に来ています。 

  まず初めに、本市の高齢者数等現状をお尋ねい

たします。本市の高齢者数、要支援者数、要介護

者数、ひとり暮らしの高齢者数、さらに2025年時

のそれぞれの人数もお知らせください。また、100

歳以上の方の人数もお伺いいたします。 

  高齢化が進む中、健康長寿日本一を目指す本市

として、健康寿命を延ばし、健康長寿日本一を実

現させる重要なキーワードの一つがフレイル予

防であると思います。 

  「フレイル」という言葉を皆様御存じでしょう

か。まだ余り知られていない言葉だと思います。

フレイルは「虚弱」という意味で、健康と介護の

間に位置していて、人は健康から一気に直接要介

護には行かないのです。必ずフレイルを経て介護

状態になると言われています。 

  そこで、まず初めに、フレイル、そしてオーラ

ルフレイルについて、市としての見解をお伺いい

たします。 

  フレイルのきっかけの一つに口腔機能の衰えを

意味するオーラルフレイルがあります。口の健康

に関心を持ち、そして適切に対応することが健康

寿命を延ばす鍵になります。口腔機能の低下への

悪循環は、かめないから始まり、やわらかいもの

を食べる、これが続くことで、かむ機能の低下、

それが口腔機能の低下につながり、さらには心身

機能の低下までつながっていく、まさに負の連鎖

なのです。 

  オーラルフレイルの対策とそのチェックはどの

ようにお考えでしょうか。 

  オーラルフレイルのリスクを身近に確認できる

セルフチェックをここで１つ御紹介させていた

だきたいと思います。もし皆様よかったら試して

みてください。これはとても簡単なことです。「は

い」の点数と「いいえ」の点数を申し上げますの

で、最後にその点数を足してみてください。それ

では始めます。 

  １つ目、半年前に比べてかたいものが食べにく

くなった。「はい」の方は２点、「いいえ」の方

は０点。 

  ２つ目、お茶や汁物でむせることがある。「は

い」の方は２点、「いいえ」の方は０点。 

  ３つ目、義歯を使用している。「はい」の方は

２点、「いいえ」の方は０点。 

  ４つ目、口の渇きが気になる。「はい」の方は

１点、「いいえ」の方は０点。 

  ５つ目、半年前に比べて外出の頻度が少なくな

った。「はい」の方は１点、「いいえ」の方は０

点。 

  ６つ目、さきいかやたくあんぐらいのかたさの

ものがかめる。「はい」の方は０点、「いいえ」

の方は１点。 

  ７つ目、１日に２回以上は歯を磨く。「はい」

の方は０点、「いいえ」の方は１点。 

  そして最後、８つ目です。１年に１回以上は歯

科医院を受診している。「はい」の方は０点、「い

いえ」の方は１点です。 

  以上８項目の点数を合計してみてください。合

計点が０点から２点の方は危険性が少ない、３点

の方は危険性あり、４点以上の方は危険性が高い。

皆様、いかがだったでしょうか。 

  オーラルフレイルは、早目に異変に気づき、適

切に対応することで予防、改善が可能であると言

われています。本市ではどのようなチェックをつ

くって、どのように活用しているのかお尋ねいた

します。 
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  次に、オーラルフレイル予防事業についてお伺

いいたします。 

  乳幼児期から高齢期まで、歯と口の健康は子供

のころからのケアが大切です。子供の口腔ケアは

具体的にどのような取り組みを行っているのか

お尋ねいたします。虫歯のない３歳児、そして虫

歯のない12歳児のそれぞれの子供さんの割合は

どのような現状でしょうか。また、フッ素塗布に

よる虫歯予防の効果はいかがでしょうか。 

  次に、高齢者を対象とした歯科検診は、歯周病

疾患の検診のみならず、口腔ケアの役割も果たし、

誤嚥性肺炎の予防にもつながります。高齢者を対

象とした歯科検診の現状をお知らせください。 

  また、生涯自分の歯で食べる楽しみを味わえる

ようにとの願いを込めて、80歳になっても20本以

上の歯を保つことを目的にスタートした「8020運

動」は随分周知され、達成率も高まってきている

ようですが、その一方で、高齢者に対する口腔機

能の低下予防はどのような現状でしょうか、お知

らせください。 

  さて、厚生労働省は、健康寿命延伸のフレイル

予防推進に多額の予算をつけています。口腔機能

の維持向上により低栄養や筋肉低下を予防する

ことは、高齢者の健康寿命の延伸にとても重要な

ことです。さらに重要なことは、フレイルは身体

的なことだけでなく、社会との接点が減少したり、

また人づき合いがおっくうになってふさぎ込み

がちになる、ソーシャルあるいはメンタルのフレ

イルです。フレイルは、適切な介入や支援により

生活機能を向上できるものなのです。今後のオー

ラルフレイル予防の取り組みを全体のフレイル

の予防による健康増進策の展開とあわせてお示

しください。 

  小項目４つ目、フレイル予防で健康長寿のまち

づくりについてお尋ねいたします。 

  フレイル予防、フレイル対策、そしてオーラル

フレイル予防は、一医療専門職による介入だけで

は限界があり、まさにまちづくりの中で実現して

いくものと思います。しっかりかんで、しっかり

食べ、しっかり運動もやり、そして社会性を高く、

みんなで活動するという原点をいかに自分事と

して取り組んでいくか、改めてフレイル予防、そ

の中でもオーラルフレイル予防事業は重要かと

思います。そして、最終的には包括的な介護予防

等の施策改善に資する流れにつなげていくこと

が望まれます。 

  国では、高齢者の保健事業と介護予防の一体的

な実施の流れがあるようですが、どのようになっ

ていくのかもお知らせください。 

  大項目２つ目、学校教職員メンタルヘルス支援

体制の構築についてお尋ねいたします。あわせて、

先生方の長時間労働を含めた負担軽減について

もお尋ねいたします。 

  小項目１つ目、本市における教職員のメンタル

ヘルス支援の取り組みについてお伺いいたしま

す。 

  小項目２つ目、小中学校における産業医配置の

予定についてお伺いいたします。 

  学校の先生方は、一般の会社にお勤めの方々と

比べて、民間企業で活動する地域の産業医活動の

恩恵を余り受けていない、相談体制が手薄なので

はないかと思います。それは、子供たちの健康管

理を担う学校医はいても、先生方の健康を担う医

師がしっかり配置されていないのではないかと

思うからです。 

  先生方はストレスを多く抱え込みがちになるこ

とから、産業医の中でも特にメンタル支援体制の

構築が喫緊の重要な課題であると思います。県内

のほとんどの小中学校は教職員が49人以下のた

め、労働安全衛生法による産業医配置の義務がな

い状態です。このため、県教育委員会では、各地

区の小学校をまとめて１つの職場、同じく中学校

もまとめて１つの職場という考えで、それぞれに

複数の産業医を配置し、面談し相談役になるとい

う支援を広げようという構想です。 

  本市では産業医配置についてどんな状況かお知
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らせください。 

  最後に、小項目３つ目、市、教育委員会、医師

会との連携協定についてお伺いいたします。 

  県医師会は、県教育委員会と数回にわたり協議

をして、各地区医師会長には市教育委員会教育長

とトップ会談をして両者で解決するという基本

合意を取りつけるように、東北初の試みとして、

初年度は酒田市、鶴岡市、米沢市で事業を進める

予定であると聞いておりますが、本市の取り組み

をお知らせください。 

  残業が長時間に及んでいたり、ストレスチェッ

クで高リスクと判断されたりした先生方を対象

に産業医が健康相談を行い、必要に応じてさまざ

まな支援を行うというものです。また、この構想、

いずれは県内全域に広げると聞いております。そ

して、産業医による呼び出しや校長先生からの情

報収集をもとにした面談などを構築し、先生方が

気軽に産業医と面談できる体制を構築すること

を最終目的としています。 

  この仕組みが浸透、定着することで、先生方が

みんな心身ともに健康で元気に仕事ができる、先

生方が元気に子供たちに向き合っていただくこ

とで、子供たちもさらに元気に学校生活を送るこ

とができる、それが本市の教育力の向上につなが

るものと考えます。 

  もし、このメンタル支援事業を進めていく上で

課題などありましたらお知らせください。 

  以上、壇上からの質問とさせていただきます。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

  〔小関 浩健康福祉部長登壇〕 

○小関 浩健康福祉部長 私からは、健康寿命を延

ばす鍵、口腔機能の維持向上について申し上げま

す。 

  初めに、本市の高齢者の状況についてお答えい

たします。 

  平成31年４月１日現在、本市の65歳以上の高齢

者数は２万5,089人、高齢化率31.2％、うちひと

り暮らしの高齢者は3,049人となっております。

100歳以上の方は、令和元年９月１日現在で115人

おられます。また、要支援認定者数は760人、要

介護認定者数は3,720人という状況です。 

  高齢者数の将来推計としては、令和３年以降、

減少に転じ、令和７年（2025年）には２万4,719

人、要支援・要介護認定者総数は4,391人と予想

しております。高齢化率は34.0％となり、引き続

き上昇していくものと推計されます。 

  次に、フレイル、オーラルフレイルの認識につ

いてお答えいたします。 

  フレイルは、加齢とともに筋力などが低下し、

生活機能障がいや死亡などの危険性を招きやす

い状態を意味するものであり、特に前期高齢者と

比べ後期高齢者に多く見られることから、要介護

状態に至る前段階の状態と捉えております。 

  また、オーラルフレイルは、口腔機能の脆弱な

状態を意味し、身体的なフレイルを予防するため、

口腔機能の維持向上の重要性を啓発することを

目的として提案された概念と認識しております。 

  いずれも高齢者の健康的で心身ともに自立した

生活を脅かす要因であると捉えておりますが、一

方で、適切な介入、支援により改善可能性の高い

状態でもあり、この時点で有効な対策を講じ、フ

レイル状態に陥らないようにすることが要介護

状態になることを防ぐのに重要であると考えて

いるところであります。 

  オーラルフレイルの対策とそのチェックについ

てお答えいたします。 

  口腔機能の低下は、摂食機能の障がいを引き起

こし、運動・栄養障害などにつながる危険性が高

いことから、対策としては口腔内を初め身体状況

の確認及び生活習慣を把握し、個人の状態に応じ

た適切な介入が必要と考えます。 

  次に、チェックの方法については、本市では介

護予防の推進に伴い平成18年度から国が導入し

た基本チェックリストを活用しております。基本

チェックリストは、フレイルの身体的、精神的、

社会的側面を含む項目をチェックできるもので
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あり、生活機能の低下のおそれのある高齢者を早

期に把握し必要な事業へつなぎ、状態悪化を防ぐ

だけでなく、高齢者が自身の状況を確認するため

の手段としても有効な方法となっております。 

  オーラルフレイルに特化したチェック表の導入

についても、口腔機能の低下の早期発見に有効な

手段です。特に口腔機能については、歯科の受診

勧奨を行うこともあることから、歯科医師会や歯

科衛生士会等にも意見を求め、オーラルフレイル

の対策を検討したいと思います。 

  オーラルフレイルの予防事業につきまして、ま

ずは幼児期及び学齢期における虫歯のないお子

さんの状況についてお答えいたします。 

  本市の３歳児健康診査における虫歯のないお子

さんの割合は、平成28年度は82.0％、平成29年度

82.2％、平成30年度83.2％となっており、年々虫

歯のないお子さんの割合はふえております。 

  本市では、乳幼児健診等の機会を捉えて仕上げ

磨きなど虫歯予防についての情報提供を行うと

ともに、１歳８カ月児健康診査では平成17年度か

ら、３歳児健康診査では平成25年度から米沢市歯

科医師会の指導のもと、歯の質を強くして虫歯を

予防することを目的に、希望者にフッ素塗布を行

っております。その後はかかりつけ歯科医で継続

的にフッ素塗布を行うように説明し、虫歯予防に

努めております。 

  次に、本市の12歳児の状況についてお答えいた

します。 

  本市の12歳児の定期健康診断における虫歯のな

い生徒の割合は、平成29年度69.1％、平成30年度

66.2％、令和元年度で65.2％となっております。

また、永久歯の１人当たりの平均虫歯数は、平成

29年度0.66本、平成30年度0.75本、令和元年度

0.57本となっております。 

  本市では、子供の健康な歯を維持するため、学

校での歯科検診を通じ、虫歯のある児童の保護者

に対する受診勧奨、米沢市歯科医師会と学校の連

携による保健指導、よい歯の学校表彰及びよい歯

の児童生徒表彰を行っております。 

  子供の虫歯には家庭での生活環境が大きくかか

わっており、学校での活動だけでは一概に改善で

きませんが、虫歯の問題は子供の時代にとどまら

ず、生涯にわたってリスクを負わせてしまうこと

になるため、継続して歯科保健活動を実施してい

くことが重要であると考えております。 

  オーラルフレイル予防事業についてお答えいた

します。 

  本市では、介護予防の知識、実践方法の習得の

機会として介護予防教室を開催しております。各

教室では特定の機能に特化するのではなく、運動

機能向上、栄養改善、口腔機能向上等、心身機能

全般の予防に資する幅広い内容を実施しており、

口腔機能については歯科医師や歯科衛生士によ

る指導等も行われております。また、通いの場に

対する言語聴覚士や歯科衛生士の派遣も実施し

ているほか、現在は管理栄養士を加え、口腔機能

向上と栄養改善に資するレクリエーション大会

等のイベントを実施しております。 

  今後も、口腔機能の向上を含めた心身機能にバ

ランスよく働きかけることのできる介護予防事

業を実施してまいります。 

  フレイル予防で健康長寿のまちづくりについて

お答えいたします。 

  現在、生活習慣病対策及び高齢者向けのフレイ

ル対策は、医療保険における保健事業、介護予防

は介護保険と、制度ごとに実施主体が分かれて実

施されております。そのような中で、国では人生

100年時代を見据え、高齢者の健康事業と介護予

防の一体的な実施に向けた体制整備等を行い、順

次実施していくこととなりました。今後、県によ

る説明会が予定されておりますので、その内容を

踏まえ、本市としての実施について検討したいと

考えております。 

  フレイル予防は、本市が目指す健康長寿のまち

づくりにおける基軸の一つであると思います。特

にオーラルフレイルについては、乳幼児期をスタ
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ートとし、市民一人一人の意識づけ、気づきから

主体的取り組みへと転換できるよう普及啓発を

推進してまいります。 

  また、高齢者向けの施策としては、平成30年３

月に完成しました「米沢はっぴい体操」の中にも

口腔機能向上トレーニングとして「はっぴいマウ

ス体操」を取り入れておりますので、その他の取

り組みとあわせて活用してまいります。必要に応

じた専門職の関与、介入等も推進しながら、要介

護状態となることを予防する水際作戦となるよ

う、関係機関との十分な協議、連携を強化し、着

実に推進してまいります。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 初めに、学校教職員のメンタ

ルヘルス支援体制の構築についてお答えいたし

ます。 

  現在、学校や子供たちを取り巻く環境は複雑化、

多様化し、教員にかかる負担が大きくなっていま

す。教職員の多忙感や負担感を軽減し、心身とも

に健康な状態で、ゆとりを持って子供たちと向き

合うことができるよう、学校においては行事や会

議の精選、日課の見直しなど、働き方改革を進め

ております。 

  教育委員会としましても、校務支援システムの

導入による事務の効率化や学校閉庁奨励日の設

定による計画的な休暇取得の推進など、さまざま

な取り組みを行っております。また、管理職や養

護教諭を中心にして教職員の健康状態に気を配

り、必要に応じ相談の機会を設け、医療機関の受

診を勧めるなど、教職員の健康管理を行っており

ます。 

  そのほか、ストレスヘの気づきやセルフケアを

促し、メンタルヘルス不調を未然に防止するため、

ストレスチェックを実施しております。ストレス

チェックは、年２回、教職員がパソコン等からア

クセスし、質問に対し答えていくものです。分析

結果は個人に通知されるとともに、校長に対して

は職場の状況について情報提供されます。ストレ

スチェックで高ストレス者が発見された場合は、

速やかに学校と連携し、対象となる教職員が産業

医等との面談や専門医の診断が受けられるよう

支援体制を整えています。 

  続いて、小中学校への産業医の配置についてお

答えします。 

  学校への産業医の配置につきましては、既にマ

スコミ等で報道されているとおり、ことし５月に

米沢市医師会と締結しました米沢市立小中学校

教職員の健康管理連携に関する協定に基づき、教

育委員会に産業医を配置し、支援体制を整備して

おります。 

  次に、米沢市医師会との連携協定についてお答

えいたします。 

  医師会との連携協定につきましては、酒田市に

次いで県内２番目となります。今後は、教職員に

対して周知していくとともに、この協定を継続し、

産業医の配置のほか、さまざまな支援や助言をい

ただき、教職員の健康管理に関する支援体制の強

化に努めたいと考えております。 

  最後に、メンタル支援事業を進める上での課題

についてでありますが、大きな課題は先生方の意

識改革だと思っています。あり方、生き方の見直

しという点から、自分の生活を見直し、趣味を楽

しむなど人間的魅力いっぱいの教員として子供

の前に立つことが自分のメンタルを保つことに

つながると思っております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

した。 

  大項目１つ目からもう一度質問させていただき

ます。 

  今回、私がこの大項目１つ目を質問しようと思

ったのは、前にもちょっとお話ししたことがある

と思いますが、先月92歳になった私の母が数年前
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に何でもないところで転んで、大腿骨の手術もで

きずにそのまま全く歩けず、車椅子生活が続いて

いると。思い出してみますと、その１年ぐらい前

からでしょうか、何か母のものを洗濯しても、食

べこぼしが多かったり、おみそ汁やお茶を飲んで

いるとき、本当にわずかですが、むせてみたり、

御飯がかたいかたいと言ってわざわざやわらか

くしたりなどが続いておりました。 

  私にこうした知識がなかったばっかりに、その

わずかな変化を見逃してしまったことにとても

後悔をしているところです。こうした口腔ケア、

それから口腔機能の向上というところの知識が

あればと思うと、これから寝たきりにならないた

めに、要介護状態になるのが少しでも遅くなるよ

うにと、そんな思いがあってこの質問をしてみよ

うかなと思ったりしたところでありました。 

  今さまざま御答弁をいただきました。１つちょ

っと聞き逃したのでしょうか、３歳児と12歳児の

虫歯のことはお聞きしたのでしたが、高齢者を対

象とした歯科検診の現状というところをちょっ

と聞き逃したようでありますので、教えてくださ

い。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 大変申しわけございませ

んが、ただいま答弁申し上げたのは聞き取りに沿

ってお答えしたところでございましたので、その

ような内容はちょっと漏れていたところでござ

いました。ただいま手元に資料がございませんの

で、後ほどお示しさせていただきたいと思います。

申しわけございません。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。聞き取りの後に私が電話をかけて申し上げた

ものですから、抜けたのだと思いますので、後で

教えてください。 

  作家の司馬遼太郎さんという方が、漢字の歯と

いう字が年齢という意味を、昔、近年以来あらわ

していたんだと。年齢の「齢」は昔の「齢」で言

うと歯を書きますよね。だから、いかに歯と年齢

は関連があるかというようなことをある書物で

読んだような覚えがありましたので、高齢者向け

の高齢者を対象にした歯科検診がどんなふうに

なっているのかなと思ってお聞きをしてみたか

ったところでありますので、よろしくお願いいた

します。 

  フレイル予防、いろいろ御説明をいただきまし

たが、今、全国初の試みで会食サロンを集団で行

っている自治体があるということで注目されて

います。その中で、集会所で市民サポーターが主

体となって、頭の体操から始めてさまざまなレク

リエーション、そして唾液腺、唾液がいっぱい出

るようなマッサージなどをして、その後栄養満点

のおいしいお弁当をみんなで楽しく食べる、そう

いった会食サロンの記事が載っておりました。 

  その注目すべきは、地域の健康イベントにかか

わってきた保健推進委員などから募集した市民

サポーターの方々が主体となっている点、それか

ら高齢者の孤食を防ぐ取り組みで、みんなで食べ

て笑顔でお食事をするという点、この２点ではな

いかなと思いますが、本市においてもさまざまな

フレイル予防の対策をなさっていらっしゃると

先ほどもお伺いいたしましたが、このフレイルサ

ポーターのような市民サポーターを養成するよ

うなお考えや、また計画などはお持ちかどうかお

伺いいたします。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 ただいまサポーターにつ

いての情報は手元にございませんけれども、そう

いった方々がいて効果を出しておられるといっ

た先進自治体があると思いますので、そちらにつ

いては調査を進めたいと思います。 

  なお、先ほどの高齢者の方々への事業でござい

ますけれども、歯周病の検診事業というのがござ

います。令和元年度、今年度につきましては、40

代からそれぞれございますが、70、71歳になる市

民の方を対象に年間６回、日にちが決まっており
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ますけれども、集団検診の節目で検診を実施する

といった内容のものをやっております。 

  目的については、当然対象者が検診を受けるこ

とで歯周病の予防に努めることができるという

ことで、今年度の目標については、自分の歯の状

態について理解するといったこととあわせ、自分

に合った適切な口腔ケアや受診行動ができると

いうことを目的として実施しているものであり

ます。 

  以上であります。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） ありがとうございま

す。 

  高齢者を対象にした歯科検診、やはり歯周病予

防ももちろんでありますけれども、口腔ケア、今

おっしゃってくださいましたが、誤嚥性肺炎、一

番心配される、御高齢になると心配される誤嚥性

肺炎の予防にもつながると聞いておりますので、

ぜひさらにもう少し年齢も上げながら実施して

いただければありがたいなと思ったところであ

ります。 

  高齢者の方々は、ともするとお食事が偏りがち

になったり、自分がお好きなもののみ食べるとい

うような、お一人で食べているとそうなりがちだ

と思いますが、食生活の見直し、また孤食を防ぐ

取り組みなどについてはどのようになっていま

すでしょうか、お伺いいたします。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 高齢者の方々がさまざま

集まる場面というのがございます。通いの場であ

ったりという場面がございますので、そういった

場面で、できる限り、考え得る限り歯科に関する

助言ができる方々をその中に招いて、何らかの指

導という形で進めているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） よろしくお願いいた

します。 

  よく赤ちゃんの口元と高齢者の口元が似ている

ということで、赤ちゃんのほうは口の周りの筋肉

がまだ未熟で、高齢者の方々はその筋肉が衰えて

いるので、よく似ているなどと言われております。 

  口腔機能の衰えである、お口周りの筋肉の衰え

ということはオーラルフレイルのサインでもあ

るのではないかなと思います。予防の意味でさま

ざまな口腔トレーニングを通所施設や介護施設

でも実施しているところを私も見させていただ

きましたが、どのような現状になっているか教え

てください。 

○鳥海隆太議長 小関健康福祉部長。 

○小関 浩健康福祉部長 介護の事業所については、

摂食・嚥下障がいや、咀しゃくの障がいによる要

介護状態の悪化というか、そういうものを防止す

るために、食前食後の口腔に関するケアであった

り体操ということをやってございます。さらに、

協力医療機関の指導等によって個別のケアとい

うものも実施しているところであります。 

  また、隔年ではございますが、歯科医師会の協

力のもとに、ケアマネジャーを対象とした研修と

いうものも実施してございます。介護職員に対し

て口腔ケアの重要性について理解を深めていた

だけるように努めているところであります。 

  以上です。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） それでは、大項目２

つ目に入らせていただきます。 

  私、６月に県の医師会の会長さんを初め副会長

のお医者様方と国会議員や県会議員の女性議員

の方々との意見交換会に進行役として出席させ

ていただいた中で、さまざま県の医師会の今回申

し上げたお考えや構想をお伺いしてきたところ

でこの質問をさせていただいております。 

  教育委員会の改正労働安全衛生法への対応にな

かなか苦慮なさっているというようなお話も出

たわけでありますが、そのように見受けられると

いうようなお話でありましたが、その点はいかが

でしょうか。 
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○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 教職員のメンタルヘルス

面というところで申し上げますと、学校医は子供

たちの健康状態について把握するということで、

先ほど議員お話しのとおり、教職員を診る者がと

いうところがなかなかというところが以前より

あったと思います。 

  学校には管理学校医という形で、その範囲を子

供たちだけでなくて教職員まで広げて、以前から

教職員の健康管理についても診ていただいてい

るという形はありましたけれども、やはり出され

ている産業医という形のところまでは行き着い

ていなかったという課題点はあったかなと思っ

ているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 先ほどさまざま策を

いろいろして先生方の負担を少しでも減らすと

いうことの取り組みをなさっているとお聞きい

たしましたが、こうした複雑な社会の中での先生

方、本当にいろいろ大変な思いをなさっていらっ

しゃるんだなと推察いたしますが、身近に適切な

相談相手が少ないのではないかというような見

方と言ったらいいんでしょうかね、そんなふうに

もちょっと見えるところがあるのですが、その点

はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今までの現状を考えてみ

ますと、教職員に悩みなどがあった場合には、や

はり管理職であったり養護教諭、あとスクールカ

ウンセラーなどが入っている学校については、子

供たちや保護者のみの対応でございませんので、

スクールカウンセラー等への相談の機会という

ことは確かにあったと捉えております。しかしな

がら、なかなかそういった方々に気軽にといいま

すか、そういう形での相談ということまでは十分

にということでは難しい部分もあったのかなと

思っているところでございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） そして、長時間勤務

の方とかストレスチェックで高リスクの方々が

当面の対象ということで、面談が主であるという

ことでありましたが、労働安全衛生法では申し出

や希望の方との面談となっているのであります

が、これがなかなかこうした体制が進まないこと

の原因の一つではないかなどということもその

意見交換会の中で出てきたわけでありますが、そ

の点はどのようにお考えでいらっしゃいますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 実際に長時間労働であり

ましたり高ストレスという教職員がいる状況で

ございます。ただし、今のところ申し出があった

場合にはというところになっておりますので、な

かなか御本人がそこまで相談するほどではない

と、申し出をしない場合ですと、面談、相談まで

には結びついていないという事実はあるところ

でございます。 

○鳥海隆太議長 齋藤千惠子議員。 

○１５番（齋藤千惠子議員） 本市の場合は、学校

医イコール産業医の方が多いということでしょ

うか。だとすると、先生方がさまざまなストレス

をどうしても抱えがちになる、そしてそれを気軽

に誰かに相談したり自分の心の負担を軽くする

ということが、そういう状況にはなかなかならな

いというのが現実ではないかなと思うんです。そ

うでない方もいらっしゃいますが、そうでいらっ

しゃって苦しんでいらっしゃり、みずから声を上

げることができない先生方も中にはいらっしゃ

ると聞いております。 

  今回の市と教育委員会とそして医師会との三者

連携の協定が、保護者の方々にも、先生方のこう

した実態、実態という言い方は変でしょうか、保

護者の方が先生方の実態というものを理解する、

そういうきっかけになれば、それもこの連携協定

の一つの役目ではないかなと思うのですが、その

点はいかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 
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○今崎浩規教育指導部長 今回の連携協定というこ

とにつきましては、まず基本的なところの事項が

協定として結ばれておりますので、その中身を充

実させるということについて、今後教育委員会と

医師会とで連携をとりながら、そういった中身の

充実というところに今度シフトしながら、形がで

きたということでの中身の充実ということに持

っていかなければならないのではないかと捉え

ております。 

  一方では、やはりまずは教職員への周知、こう

いった協定により産業医というところできちん

と相談を受けることができる、あるいは必要に応

じてさらに専門医などへの相談ができるといっ

た、悩んだりした場合にどういう方法、手法があ

るのかということをやはり教職員に周知、まだま

だ周知していかなければならないと思いますし、

あわせて議員お話しのように保護者、市民の方々

にもこういった形でのメンタルヘルスの手法を

とっているということを広げていきたいと思っ

ているところでございます。（「ありがとうござ

いました」の声あり） 

○鳥海隆太議長 以上で15番齋藤千惠子議員の一般

質問を終了し、暫時休憩いたします。 

 

午後 ３時１０分 休  憩 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

午後 ３時１９分 開  議 

 

○鳥海隆太議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  この際、お諮りいたします。 

  本日の会議が定刻の午後４時まで終了しない場

合、会議時間を日程終了まで延長することにした

いと思いますが、御異議ありませんか。 

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○鳥海隆太議長 御異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議が定刻の午後４時まで終了

しない場合、会議時間を日程終了まで延長するこ

とに決まりました。 

  次に進みます。 

  一つ、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画について外２点、19番古山悠生議員。 

  〔１９番古山悠生議員登壇〕（拍手） 

○１９番（古山悠生議員） 明誠会の古山です。 

  12月に入り、本格的な冬の訪れを感じていると

ころですが、ことしは平成から令和へ改元される

大きな節目となり、2019年も間もなく終わろうと

しています。 

  私も会社員から市議会議員となり、わからない

こと、戸惑うことの連続でした。市長を初めとす

る当局の皆様には大変御迷惑をおかけしたこと

をおわびし、また議長を初めとする諸先輩議員の

皆様に御指導いただいたことに改めて感謝を申

し上げます。 

  さて、昨日は、ことし話題になった言葉に贈ら

れる新語・流行語大賞が発表され、年間大賞には

ラグビー日本代表のスローガン「ＯＮＥ ＴＥＡ

Ｍ（ワンチーム）」が選ばれました。 

  ことし日本で開催されたラグビーワールドカッ

プでは、国を代表する選手たちがお互いにリスペ

クトの精神を持ちながら全力でぶつかり合った

からこそ世界中の人々を魅了し、日本全体を熱狂

の渦に巻き込んだのだと思います。 

  これからは、先日再選を果たしました中川市長

を先頭に、行政、議会、そして市民の皆さんがが

っちりとスクラムを組んで、ワンチーム、チーム

米沢として、よりよい米沢をつくるために頑張っ

ていきたいと思います。私も米沢のリーチ・マイ

ケルになれるようチームを鼓舞しながら邁進し

てまいりたいと思いますので、今後ともよろしく

お願いいたします。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  まず初めに、大項目１、米沢市立学校適正規模・

適正配置等基本計画についてお伺いいたします。 

  平成29年度に策定された米沢市立学校適正規
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模・適正配置等基本計画によれば、2018年度から

2037年度にかけての20年間で中学校は３校、小学

校は８校にするとされていますが、２年後、関小

学校は南原小学校へ、関根小学校は松川小学校へ

統合されるとされていますが、それ以後について

は統廃合に向けての道筋がはっきりと見えてい

ません。 

  先日、私の地元、六郷地区において「統廃合に

ついて語る会」が開催されました。参加人数は15

人ほどでしたが、事前に地区内の中学生以上全員

を対象としたアンケートが実施されました。アン

ケートの中では、小学校の統廃合に賛成する人が

全体の77％、その一方で約53％の人が米沢市立学

校適正規模・適正配置計画等基本計画を「知らな

い」と回答しました。 

  また、さまざまな意見が寄せられました。子供

がいる家庭を中心に、生徒数の減少が進む中、よ

り多くの級友と学べる環境を子供たちにつくっ

てあげたいと思うとの一方、統廃合に対する不安、

具体的な計画については、合併するのが５年後な

のか10年後、20年後なのか、そしてどのように進

められていくのかよくわからないというのが実

情のようでした。 

  そこでお伺いいたします。 

  米沢市立学校適正規模・適正配置等基本計画の

基本方針と現在の進捗状況がどのようになって

いるか、また今後どのように進めていくのかお伺

いいたします。 

  続いての質問に入ります。 

  さきに述べたように、関小学校は南原小学校へ、

また関根小学校は松川小学校へと統合されるこ

とが決定しています。言うまでもなく、小学校は

地域の核とも言うべき存在です。地域から小学校

がなくなるということで地域から活力がなくな

るのではと不安に思う市民は多くいらっしゃい

ます。 

  そこでお伺いいたします。 

  小中学校の統廃合後の地域コミュニティーに与

える影響をどのように考えているかお伺いいた

します。 

  続いての質問に入ります。 

  現在、文部科学省で推進するコミュニティ・ス

クール、いわゆる学校運営協議会についてお伺い

いたしします。 

  このコミュニティ・スクールは、学校と地域住

民等が力を合わせて学校の運営に取り組むこと

が可能となる「地域とともにある学校」への転換

を図るための有効な仕組みです。コミュニティ・

スクールでは、学校運営に地域の声を積極的に生

かし、地域と一体になって特色ある学校づくりを

進められるとされています。 

  学校運営協議会の主な役割としては、①校長が

作成する学校運営の基本方針を承認する、②学校

運営に関する意見を教育委員会または校長に述

べることができる、③教職員の任用に関して、教

育委員会規則に定める事項について教育委員会

に意見を述べることができる、この３つがありま

す。 

  平成27年12月に取りまとめられた中央教育審議

会答申「新しい時代の教育と地方創生の実現に向

けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推

進方策について」を踏まえ、学校運営協議会の設

置の努力義務化やその役割の充実などを内容と

する地方教育行政の組織及び運営に関する法律

の改正が行われ、平成29年４月１日より施行され

ました。 

  また、統廃合後の変化としては、学習方法の多

様化、委員会やクラブ活動の選択の幅の拡大、活

動に活気が生まれ、児童の社会性が高まる等の成

果がある反面、指導の個別性、きめ細やかさがや

や粗くなり、児童と教師の関係が希薄になる傾向

や、児童が個性を発揮しにくくなる点が指摘され

ています。さらに、学校の運営、活動のすり合せ

が困難な点や、学校と地域との関係が疎遠になり、

旧校区にとってはなじみがなく、愛着が減る、新

校地の場合は学校の敷居を高く感じる、地域の学
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校行事への参加の減少から地域の活力低下を招

く、学校がなくなった地域にわだかまりが残る等

の課題が指摘されています。 

  このため、統廃合によって協働関係の変更を迫

られる保護者や地域住民が統合校との関係を見

出すための糸口を検討することが新たな関係構

築の上で求められています。 

  また、学校は、地域社会の中でその役割を果た

し、地域とともに発展していくことが重要であり、

地域でどのような子供たちを育てるのか、何を実

現していくのかという目標やビジョンを地域住

民等と共有し、小中学校の統廃合を進める上でも、

統合する地域が一体となって子供たちを育む「地

域とともにある学校づくり」が必要だと考えます

が、そのためにもこのコミュニティ・スクールの

導入を検討していただきたいと思いますが、本市

の見解をお伺いいたします。 

  続いて、大項目２、地域公共交通網の整備につ

いてお伺いいたします。 

  この公共交通というテーマは、市民要望も強く、

多くの議員がこの一般質問の場で質問されてき

ました。 

  先日、私は、南陽市で行われた、とある男性ア

ーティストグループのコンサートに妻と行って

きました。久しぶりに妻と２人で出かけたので少

し緊張しましたが、非常にすばらしいコンサート

で、我が家のコミュニケーションを深めることに

成功しました。 

  そのアーティストの１人は、前日、米沢駅東口

のホテルに宿泊したそうですが、新幹線で夕方４

時ごろ米沢に到着し、ホテルにチェックインし、

米沢市内を散策しようとホテルを出たそうです

が、まずこう思ったそうです、まちはどこだと。

移動しようにも、バスもない、タクシーも通らな

い。結局、市内まで歩いて行ったそうです。 

  まちに魅力がないから人々が集まらないのか、

人々が出かける手段がないから人が集まらない

のか、鶏と卵の話のようですが、中心市街地でさ

えこのような状態ですので、郊外や農村部に行け

ばなおさら公共交通の利便性が高いとは言いが

たいものだと思います。今後、高齢化が進むにつ

れ、市民からの公共交通への期待はより高まるも

のと思います。 

  ことしの６月定例会では４人の議員が公共交通

について質問されていました。その答弁の中で、

今年度を準備期間として、来年度より本市では地

域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基

づく地域公共交通網整備計画を２カ年計画で策

定することになっていますが、改めて、今後どの

ような方針で進めていくのか、お伺いしたいと思

います。 

  また、現在策定中である立地適正化計画と連携

し、今後人口が減少し、各施設、インフラが老朽

化しつつある中で、持続可能なまちにするために

もコンパクトなまちづくりが求められますが、そ

の中で公共交通はまさに骨格です。 

  私が所属する総務文教常任委員会では、テーマ

を「米沢グランドデザイン2040～Yonezawa型コン

パクト＋ネットワーク」と設定し、10月には先進

事例を学ぶために、栃木県宇都宮市、兵庫県姫路

市、山口県周南市を視察してまいりました。 

  その中でも宇都宮市は、面積が約416平方キロメ

ートルと米沢市より小さいながらも人口は約52

万人の北関東を代表する中核都市であります。し

かし多くの地方都市と同じように、人口減少、少

子高齢化や市街地縁辺部への人口移動による中

心市街地の空洞化等の問題を抱えています。 

  これらの課題を解決し、市民の快適な生活環境

の実現と持続可能な都市計画を行うため、都市機

能を中心市街地周辺に集約し、さらには市内の各

地域に生活拠点を定め、それらの拠点を公共交通

で結ぶ多極ネットワーク型のコンパクトなまち

づくりを目指しています。 

  基幹公共交通としてＬＲＴ（次世代型路面電車

システム）を整備中ですが、郊外部ではタクシー

車両等を利用し、公共交通空白・不便地域などに
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おける地域住民の日常の移動手段を確保する地

域内公共交通を導入しています。既存公共交通と

の役割分担を踏まえ、運行エリアは原則として地

域内とし、鉄道駅やバス停留所に結節することで

地域外への移動環境を確保しています。検討段階

から実際の導入まで地域住民による運営組織が

主体となり、市や事業者と連携しながら取り組み、

郊外部13地区15路線で運行し、人口52万人のうち

約23万人をカバーしています。 

  そこでお伺いいたします。 

  このように、これからは持続可能なコンパクト

なまちにするために公共交通を軸としたまちづ

くりをする必要があると考えますが、本市の考え

をお聞かせいただきたいと思います。 

  また、その地域公共交通の運営方法においても、

全てを市で行うのではなく、民間あるいは地域住

民が主体となって運営する方法などが考えられ

ますが、いかがお考えでしょうか、お伺いいたし

ます。 

  最後に、大項目３、図書館の利活用についてお

伺いいたします。 

  先ほどは公共交通によるまちづくりと言いまし

たが、一方で、現在、全国的に図書館をまちづく

りの中心に据える自治体がふえています。市民の

文化的向上に寄与するだけでなく、まちのにぎわ

い創出にも期待が持たれています。 

  皆さんも御存じかと思いますが、佐賀県武雄市

の図書館は、民間会社が運営し、2013年にリニュ

ーアルオープンしました。人口４万9,000人ほど

の自治体ですが、開館初年度は92万人の人が来館

し、最近では外国人観光客も多く訪れるそうで、

2018年度は100万人を超える来館者数があったそ

うです。もちろん武雄市図書館は民間会社が運営

しているため単純に比較することはできません

が、図書館にはそういったポテンシャルがあるこ

とを物語っています。 

  一方、本市図書館は、紆余曲折の経緯を経て総

事業費約28億円をかけ、2016年７月に開館しまし

た。新図書館・市民ギャラリー整備事業は中心市

街地再整備の中核的事業として位置づけられて

いると認識していますが、開館後の近隣の歩行者、

自転車の通行量調査では数値が上がり、通行量の

減少に歯どめをかけ、まちなかのにぎわい創出に

は一定の効果があったと考えます。 

  しかし、先ほど話した男性アーティストは結局

徒歩でまちの中心部にたどり着き、図書館だけが

やたら立派で、脇には広大な空き地があると驚い

たそうです。米沢の中心市街地を客観的に見れば、

やはり寂れた中心街に真新しい図書館がそびえ

立つ、そういう印象なのだと感じさせられる話で

ありますが、せっかく米沢の顔となるべく建設し

た図書館ですので、さらなる利活用が望まれます。 

  また、図書館を利用する多くは学生や本が好き

な市民が中心だと思いますが、それ以外の市民の

方にもぜひ利用していただきたいと思いますし、

さらに公共施設はその施設の持つ機能以上の価

値を市民に提供する必要があると私は考えます。 

  そこで、現在、市立米沢図書館の利用状況はど

のようになっているのかお伺いいたします。また、

今後図書館の利活用をどのように進めるのかお

伺いしたいと思います。 

  以上で私の壇上からの質問を終わらせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

  〔大河原真樹教育長登壇〕 

○大河原真樹教育長 初めに、米沢市立学校適正規

模・適正配置等基本計画についてお答えいたしま

す。 

  現在、平成29年度に策定しました基本計画に基

づき、本市の子供たちがこれからの社会の変化に

対応し、次代を担う生きる力を育むことができる

よう、よりよい教育環境の創出と質の充実を目的

として進めております。計画期間は20年間と定め、

小学校８校、中学校３校に再編統合することを目

指しております。 

  計画の進捗状況ですが、南原中学校と第二中学
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校が平成31年度に統合され、令和３年度には関根

小学校と松川小学校、関小学校と南原小学校を統

合することが決定しております。また、（仮称）

南西中学校の令和７年度開校を目指し調査を進

めております。 

  今後の見通しについてですが、小学校について

は、複式学級を持つ三沢西部小学校、三沢東部小

学校、六郷小学校、また広幡小学校と塩井小学校

について、地区及び保護者との協議を進めてまい

ります。中学校については、（仮称）東中学校、

（仮称）北中学校について、生徒数の推移や必要

な条件整備などを考慮しながら具体的な開校年

度について決定してまいります。 

  続いて、学校統合による地域のコミュニティー

に与える影響についてどのように捉えているか

についてお答えいたします。 

  地域のコミュニティー形成については、これま

でもコミュニティセンターを中心として地域住

民が話し合い、さまざまな特色ある活動を通して

推進していただいていると考えております。子供

たちもそのような地域とのかかわりの中で住民

の方々に温かく見守られ、健やかに成長していま

す。適正規模・適正配置計画の推進により学校は

統合されてまいりますが、子供たちは地域に帰る

わけですので、地域で子供たちを見守り育ててい

ただくことに変わることはございません。 

  教育委員会としましても、学校と地域との協働

的な取り組みを通して子供たちが地域の中で生

き生きと活動できるよう支援してまいります。 

  次に、コミュニティ・スクールの取り組みにつ

いてお答えいたします。 

  現在、本市においてはコミュニティ・スクール

を導入しておりませんが、全ての学校において学

校評議員制度の活用や地区のコミュニティセン

ターとの連携など、地域の力を生かした、地域に

開かれた学校づくりを進めております。また、平

成29年度から愛宕小学校区において地域学校協

同本部を設け、地域コーディネーターを中心とし

た学校支援活動が行われております。 

  このように、各小中学校区において学校と保護

者、地域が協働し、地域とともにある学校づくり

を進めるという考え方に理解と協力をいただき

ながら、地域の人材、資源等を活用した学校経営

が行われているところであり、一定の成果を上げ

ていると認識しておりますので、コミュニティ・

スクールという形をとらなくてもいいのではな

いかと考えております。 

  今後、適正規模・適正配置事業により学校統合

が進めば１つの学区が広域化してまいります。新

しい教育課程を編成し、多様な地域性を生かした

新たな学校文化をつくっていくことになります

ので、今後もコミュニティセンターを核とした地

域づくりに向けて、学校と地域の連携を図ってま

いりたいと思います。 

  次に、市立米沢図書館の利活用についてお答え

いたします。 

  初めに、利用者数の推移でありますが、平成28

年７月の開館からことしで丸３年が経過いたし

ました。ナセＢＡ開館に当たって、年間目標入館

者数を図書館28万人、市民ギャラリー４万人、施

設全体で32万人と設定しておりました。この目標

に対し昨年度までの入館者は、平成28年度は開館

した７月からの９カ月間で図書館が30万人、ギャ

ラリーが６万2,000人の合計36万2,000人、平成29

年度は図書館が32万2,000人、ギャラリーが５万

4,000人の合計37万6,000人、平成30年度は図書館

が30万7,000人、ギャラリーが５万8,000人の合計

36万5,000人と、毎年、当初設定した目標を上回

って推移しており、昨年12月２日には累計100万

人に達したところでございます。 

  なお、今年度も10月までの入館者が約21万4,000

人と前年度の同月比約94.5％となっており、安定

した利用状況となっております。 

  これは、図書館では15万冊を超える開架書架と

なっており、これまで以上に直接目で見て手で触

れて本を探せる楽しみがふえたこと、市民ギャラ
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リーでは、天井が高く、さまざまな展示方法に対

応できる機能が整い、これまでより一段上の展示

が可能となったことなど、ナセＢＡの最大の特徴

のほか、充実した機能とさまざまなサービスの拡

充で利便性が高まったことによるものと考えて

おります。 

  次に、幅広い年齢層の集客のための取り組みに

ついてでありますが、図書館では休館日が月４回

以上あったものを月１回と減らして開館日をふ

やし、多くの方が利用しやすい環境を構築してお

ります。また、こどもカウンターや「おはなしの

へや」を設置したほか、読書通帳の発行等でこど

もコーナーを充実し、親子等の利用を促進してお

ります。さらに、これまでの郷土資料等の調査相

談への対応に加え、先人顕彰コーナーや郷土資料

コーナーでの展示など新しい取り組みも行って

いるほか、１階のギャラリーの展示に合わせてそ

の作者の著書を集めて図書館では特集コーナー

を設けるなど連携した事業も行っており、単に読

書を楽しむだけでなく、幅広い生涯学習に寄与し

たサービスを展開しているところであります。 

  また、昨年度からは英語多読のための蔵書の充

実や読書会を開催しているほか、今年度は小学生

の図書館利用拡大を図るためスタンプラリーを

行うなど、それぞれの年代の興味関心やニーズに

応じた事業に取り組んでいるところであります。 

  図書館は、「暮らしの中に図書館を」を合い言

葉に、図書資料の充実や開館時間の延長など、一

人でも多くの方に利用していただける図書館を

目指して取り組んでまいりました。今後も利用者

の声を聞きながら、これまで以上に愛される図書

館を目指して各種事業等に取り組んでまいりた

いと考えております。 

  一方、市民ギャラリーにおいては、貸し館部分

が多くなりますが、単なる展示で終わるのではな

く、ワークショップや講演などを組み入れた展覧

会の実施など、利用者の要望に沿えるギャラリー

になっており、稼働率も高くなっております。ま

た、自主事業として始めた図書館休館日を利用し

たウッディーコンサートは、地域で活動している

音楽団体や愛好者の発表の場の創出だけでなく、

気軽に音楽に親しむことのできる機会の提供に

寄与しており、ナセＢＡの新たな集客の目玉に定

着しつつあります。さまざまな活用方法を提案す

るとともに、博物館で所蔵している美術品等の展

示などについても検討を行い、新たな利用者の開

拓にも努めてまいりたいと考えております。 

  このように、図書館とギャラリーのそれぞれの

機能やサービスを向上させることはもちろんの

こと、双方の機能を融合させて、幅広い年代の皆

様にとりましてナセＢＡ全体がより魅力的な場

となり、さまざまに利用していただけるように取

り組んでまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

  〔我妻秀彰企画調整部長登壇〕 

○我妻秀彰企画調整部長 私からは、２の地域公共

交通網についてお答えします。 

  初めに、（１）地域公共交通網の整備をどのよ

うに進めていくのかと（２）公共交通を軸とした

コンパクトなまちづくりについてでありますが、

人口減少や自家用車の普及などにより公共交通

利用者の減少が進み、本市の公共交通を取り巻く

環境は大きく変化しております。 

  一方で、高齢化の進展に伴い、通院や買い物な

ど日常生活における移動手段として公共交通の

必要性は高まっており、また学生が通学するため

の交通手段としても不可欠であることから、公共

交通網の整備は重要な課題であると認識してお

ります。 

  本市が運行する市民バスにつきましては、これ

までも市民バス万世線におきまして民間病院の

開設に合わせた路線の変更や、地元高校生の通学

時間などを考慮した冬時間の設定、米沢駅から沿

線にある米沢工業高等学校までの直行便の新設

など、地域や関係者との話し合いを継続しながら
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見直しを行い、利便性の向上に努めてまいりまし

た。 

  また、山上、田沢の両地区におきましては、地

元の公共交通のあり方について、住民の方々とと

もに検討を重ねた結果、高齢者など交通弱者の利

便性を優先した、いわゆるドア・ツー・ドアの移

動を望む声が多く寄せられたことから、それまで

の路線バスから乗り合いタクシーに移行し、地区

のニーズに合わせた利用しやすい交通環境整備

も行ってまいりました。 

  さらに、ＪＲ以外の公共交通がなかった広幡地

区におきましても、同様に地域住民との検討を重

ね、平成30年度から乗り合いタクシーの実証実験

を継続しており、来年度からの本格運行に向けて

調整を進めているところであります。 

  このように、地域によって抱える課題はさまざ

まであり、それぞれの状況に合わせて取り組みを

進めてまいりましたが、各課題へ個別に対応する

だけでは市全体の問題解決には至らず、今後は本

市の公共交通ネットワーク全体の方向性を明ら

かにする必要があるものと認識しております。 

  こうしたことから、本市では地域公共交通の現

状、問題点、課題を整理し、公共交通ネットワー

ク全体を一体的に形成し持続させることを目的

とした、本市の公共交通のマスタープランとなる

地域公共交通網形成計画を来年度から２カ年を

かけて策定することとし、今年度はその準備作業

を進めているところです。 

  高齢者を初め交通弱者の方々が混乱することな

く安心して利用し続けられるよう、交通分野の課

題解決にとどまらず、地域の暮らしを支えるとい

う視点に立ち、まちづくり、福祉、健康、教育な

どさまざまな分野との連携を図りながら、本市の

公共交通が果たすべき役割を明確化し、地域全体

を見渡した面的な公共交通ネットワークを構築

していかなければならないと認識しております。 

  計画の策定に当たり、まずは本市の公共交通の

現状を分析するとともに、利用者のニーズをしっ

かり把握するために住民グループヘのインタビ

ューや市民アンケート等の調査を実施し、地域公

共交通を取り巻く課題の整理を行ってまいりま

す。 

  議員お述べのとおり、持続可能なまちを実現す

るためのコンパクトなまちづくりを進めていく

中で、都市機能や人口が集積する中心拠点や生活

拠点と各周辺地区を結ぶネットワークを形成し

ていくために、これからますます地域公共交通の

充実が必要になってまいります。 

  このような中、現在策定中の立地適正化計画で

は、どのようなまちを目指すのかというまちづく

りの方針と、将来においても持続可能な目指すべ

き都市の骨格構造を示した上で、都市機能や居住

の誘導について考えを示すこととしております。 

  この立地適正化計画と連携を図り、都市機能と

しての公共交通の利便性、効率性、持続可能性を

さらに高めていくためには、何より地域の方々一

人一人が、日常生活に欠かせない交通手段として

地域公共交通の必要性について意識を高め、積極

的に利用していただき、地域に欠かせない足とし

て育てていただくことが重要であります。そのた

めに、より市民が利用しやすい公共交通網形成の

実現に向けてこの計画策定に取り組んでまいり

たいと考えております。 

  次に、（３）地域公共交通の運営方法について

は、議員から宇都宮市の事例を御紹介いただいた

ところでありますが、全国ではさまざまな運営な

どの形態があるところであります。 

  最近では、南陽市におきまして10月１日から沖

郷地区での新しい公共交通「おきタク」の運行が

開始されました。この「おきタク」は、沖郷地区

住民で組織する運行協議会が地区の約2,000世帯

から200円ずつ負担金を徴収し、市から運営補助

金200万円を得て運営するもので、本市の乗り合

いタクシーと同額の片道500円で、沖郷地区に居

住する60歳以上の住民が対象とのことでありま

す。 
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  これらの事例を含め、地域公共交通にはさまざ

まな手法があり、本市においてもそうした先進地

などの取り組みを参考にさせていただきながら、

地域の実情に配慮した効果的な運営方法を検討

してまいりたいと考えております。 

  私からは以上です。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 御答弁ありがとうござ

いました。それでは質問席より質問させていただ

きます。 

  まずは地域公共交通についてお伺いしたいと思

います。 

  ６月定例会の一般質問で、影澤議員から最寄り

のバス停までの歩く距離は何メートル以内を考

えているかという質問に300メートル以内を想定

していると答弁されました。 

  また、2015年のデータでは現在米沢市の徒歩圏

内の人口のカバー率は69.8％となっていました。

今後、米沢市が目指すべき将来的なカバー率は

何％を目指しているのかお聞かせいただきたい

と思います。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 今御質問ありましたよう

に、７割ぐらいというようなところでありますが、

この人口カバー率を上げていくというところは、

もちろんそのような目標は間違いないところで

ありますが、今後検討が必要なのは指標が果たし

てこの人口カバー率でよいのかというところで

あります。例えば、バスでも１日に二、三本しか

通らないという地域があった場合に、二、三本で

もバス停があれば人口カバー率に入ってしまう

というようなところで、なかなかその対象にはな

っているものの利便性が低いというようなとこ

ろも、そういう状況も想定できますので、今後、

計画の中でどのような指標を使って目標として

掲げていくかということについては検討させて

いただきたいなと思っております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ありがとうございます。

ぜひ今言われたようにカバー率にこだわらず、市

民の利便性に寄り添った計画を立てていただき

たいと思います。 

  少し話は変わりますけれども、今後市立病院が

三友堂病院と連携して、現在の位置の三友堂病院

がなくなれば、米沢市北部に住む人々にとって高

度医療を受けられる病院が遠くなります。この場

合、道路の整備がもちろん必要ですけれども、一

方で公共交通が果たすべき役割も大きくなると

考えますが、どのような対応策を現時点で考えて

いるのか、もしあればお聞かせいただきたいと思

います。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 病院に通院される方は、

さまざま年齢層の幅広い方がいらっしゃると思

うんですが、通院される方というのは一番公共交

通を必要とされている方の割合が多いんだろう

なと思っております。現在もある程度は市内の循

環バスが通っているわけでありますが、この現状

ではなかなか足りないというところも当然認識

しておりますので、市立病院のほうに三友堂も移

動するというようなところでありますので、そち

らのほうに利便性が高い交通手段で行ける、バス

だけになるか、そのほかの交通手段も活用するか

というのは今後の検討でありますが、それは十分

考えていきたいと思っております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ぜひ前向きに検討して

いただきたいと思います。 

  先ほど壇上からもありました立地適正化計画を

現在策定中だと思います。先ほど宇都宮市の例を

挙げましたけれども、中心市街地周辺部に都市機

能を集約するだけでなくて、周辺地域内に例えば

食料品店やＡＴＭ等の金融機能、または診療所な

どの最低限の生活拠点を整備して、その中をコミ

ュニティバスや乗り合いタクシーが走り、鉄道駅

や路線バスと結節するといったようなことで、地
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域内で生活ができ、また民間事業者を圧迫するこ

ともないと思いますが、いかがお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 我妻企画調整部長。 

○我妻秀彰企画調整部長 周辺部ですとやはりコミ

ュニティセンターが中心となって、そのほかに現

在であれば郵便局とかそういうようなところも

あるというような地域になっていると思うんで

すが、なかなかそこだけの動きで、買い物とかに

なれば当然民間がどれだけ経済的に進出できる

のかというところもありますので、その状況を見

ながらというようなところで、当然地域の中での

移動というものは今後の計画の中で検討すべき

課題であると認識しているところでございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） ありがとうございます。

私も市民の皆さんの声を聞きながら、機会を捉え

ながら御提案させていただきたいと思います。 

  続いて、図書館の利活用についてお伺いしたい

と思います。 

  先ほどの図書館の利用人数、年間36万人ほどと

いうことでしたけれども、率直にどのように感じ

られたかお伺いしたいと思います。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 当初設定した目標人数よ

り多く利用していただいているわけですけれど

も、さまざまな方に利用していただいていると認

識をしております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 私もこの数字は評価す

べき数字だと思います。これは当局や職員の皆さ

んの日ごろの努力の成果だと思います。先ほどの

例の中で私も知らないこともありまして、本当に

すばらしい取り組みだと思います。 

  しかしながら、まだまだ図書館が持つ機能性以

上のことを発揮する可能性はあるのかなと思っ

ております。もちろん図書館そのものが利益を生

み出すものではありませんけれども、せっかく約

28億円もかけてつくったのですから、建設費以上

の価値を市民に提供する必要があると考えます。 

  例えば、先ほど壇上で話した武雄市図書館もそ

うですし、例えば神奈川県大和市立図書館では、

市長が掲げた「健康都市」という考えに基づいて

健康をテーマとした展示やイベントを開催し、血

圧や骨密度をはかる器具を設置し、人気を集めて

いるそうです。また、居心地のよい椅子を用意す

ることで、家にこもりがちな高齢者の来館促進に

もつながっているそうです。 

  本市も健康長寿日本一を掲げていますので、ぜ

ひこの図書館も健康長寿につながるような企画

を実施し、例えばまちなかウオーキングのチェッ

クポイントに図書館を設定して来館につなげる

ということもできます。それによって健康な市民

がふえ、市の医療負担が減れば、施設機能以上の

役割を果たすということになるかと思います。 

  また、本市図書館には上杉家や郷土の貴重な史

料も数多く所蔵されていますので、ぜひそれらを

活用して観光ツアーを企画することもできると

考えますが、いかがお考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 渡部教育管理部長。 

○渡部洋己教育管理部長 先ほど教育長も壇上から

申し上げましたように、図書館についてはその基

本コンセプトの中に「暮らしの中に図書館を」と

いうような合い言葉があります。図書館が持って

いるさまざまな蔵書であったり知的財産であっ

たりというものをさまざま活用しながら、多くの

方々に生涯学習の中で活用していただくような

取り組みということで、図書館なりの独自の取り

組みもしておりますし、また中心市街地活性化協

議会などの活動の中で図書館を活用した取り組

みもしていただいておりますので、そういったよ

うなさまざまな取り組みを図書館からも発信を

しながら、またさまざまな団体としても利用して

いただくように、取り組みをしていきたいと考え

ております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 現在、新庁舎も建設中
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ですので、この公共施設の機能以上の市民価値と

いうものをぜひ前向きに考えていただきたいと

思います。 

  次に、米沢市立学校適正規模・適正配置等基本

計画についてお聞きしたいと思います。 

  先ほど、関小学校が南原小学校と、関根小学校

が松川小学校と統合するということでしたけれ

ども、関小学校、関根小学校の校舎がともに老朽

化していること、また統合先の地域との関係を考

えれば、小さい学校が大きい学校に統合というあ

る意味違和感のない統合だと思います。 

  しかし、それ以外の地域で構想されている、例

えば六郷、広幡、塩井といった場合や、上郷、万

世といった場合の統合は、これまでとは少し色合

いの違う対等な統合であるため、より慎重な合意

形成が必要だと考えますが、これをどのように進

めていくか、お考えでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今、議員お話しのとおり、

今までとは違う状況が考えられると想定してご

ざいます。 

  今までも、まず保護者、地域の方々への基本計

画の周知、これまた議員先ほどお話しのとおり、

多くの方がまだ計画を理解されていないという

ことなどもありますので、そういったところを丁

寧にやっていくということになろうと思います。

その後、統合検討ということでの一歩進んだ検討

という形で、地域の方、保護者の方、さまざまな

方々から御意見をいただき、その御意見をいただ

いた中から合意形成を図っていきたいと考えて

いるところでございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） この合意形成を進めて

いく上でも先ほど壇上で話しましたコミュニテ

ィ・スクールが有効だと考えたので今回提案した

わけですけれども、先ほどの答弁の中で、市内の

学校はコミュニティ・スクールを導入しなくても

同様のことが行われていると理解しました。 

  私は、今回の一般質問をするに当たり、既にコ

ミュニティ・スクールを導入されている隣の川西

町からお話をお伺いしてまいりました。 

  川西町は、平成30年度に高山小学校が中郡小学

校と、東沢小学校が小松小学校と統廃合されまし

た。コミュニティ・スクールは統廃合以前より導

入されており、統廃合に関しては別に検討委員会

を組織したそうです。学校運営協議会の中で組織

したそうなんですけれども、以前からの学校運営

協議会の中で、地域がどのような教育を目指すか

という方向性が、学校や保護者、地域の人々の間

で統一され、さらに現状や解決すべき問題点を共

有していたからこそ、子供たちのために何がいい

のかということを考えて統合という道を選んだ

ということでした。統廃合後の小学校でも、各地

域から委員を選出し学校運営協議会を設置し、方

向性、将来像を両地区の間で共有を図っているそ

うです。 

  これは繰り返しになるかもしれませんけれども、

このように異なる地域間の意識の共有について

はどのように図っていくのかお伺いしたいと思

います。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今、川西町の事例をお聞

きしたところでございます。 

  本市におきましても、先ほど答弁させていただ

きましたように、学校評議員制度というものを利

用し、保護者の代表の方、地域の代表の方、その

他有識者の方というところで組織するものでご

ざいますので、そういったところでも学校に対す

る御要望やら地域のお考えであるとか、保護者と

しての考え方などについても御意見をいただい

ているところでございます。 

  今までそういった中で学校の統合ということの

話題ということにはなかなか行き着かなかった

のかなと思いますけれども、そういった視点での

子供にとってよい教育環境とはというテーマ性

の御意見なども頂戴しながら、地域の方々、保護
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者の方々の御意見をお聞きしたり、その中で合意

形成に向けた話し合いができるのではないかと

考えております。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 話を中学校に移したい

と思いますけれども、今現在、市内のいわゆる適

正規模とは言えない、小規模と言われる中学校が、

どことは言いませんけれども、非常に優秀な成績

をおさめています。この要因というのはどのよう

に分析されていますか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 今お話しの中学校という

ことでありますけれども、先ほどのお話にもあっ

たように、きめ細やかな指導、あと教職員の努力、

あと地域との連携などにより、そういった姿をつ

くっているのではないかと捉えているところで

ございます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） もちろん学力が高いこ

とだけがよい学校とは一概に言えないと思いま

す。しかし、日本では統合による大規模化が進め

られていますけれども、世界では逆に小規模化、

小さな学校が主流だそうです。小さな学校、小さ

なクラスほど学習意欲や態度が積極的になり、子

供たちの人間形成、成長に効果的であると実証さ

れ、教育効果が高いという考え方もあります。 

  今まで米沢市は実際複式学級を続けてまいりま

した。小規模校のデメリットのほうが今この適正

規模化を進める中で強調されていますけれども、

小規模校ならではのメリットもしっかりと分析

して、今後の教育にぜひ生かしていただきたいと

思います。 

  私も将来的に統合することは賛成です。しかし、

それがいつどのようになるのか、保護者の方もイ

メージできていません。理解を深めるために、説

明会を何回したかではなくて、地域や保護者の皆

さんと実際に対話することが必要ではないかと

思いますけれども、いかがでしょうか。 

○鳥海隆太議長 今崎教育指導部長。 

○今崎浩規教育指導部長 議員お話しのとおり、説

明会といいますとどうしても一方的に当局側か

ら、今回であれば計画案の説明ということに捉え

られがちでありますけれども、よりそういった機

会を通して地域の方々等の御意見、お考え等もい

ただけるような、そんな会の開催の工夫もしてい

かなければならないのではないかと捉えており

ます。 

○鳥海隆太議長 古山悠生議員。 

○１９番（古山悠生議員） 最後になりますけれど

も、統廃合というのはあくまで手段であって、目

的ではありません。真の目的は、米沢市の子供た

ちにとって豊かな教育を施すことだと思います。

今、私たちが議論していることが10年後20年後の

子供たちの未来を左右しかねないという責任が

あります。 

  今回、何人かの先生に実際に会ってお話をお聞

きしましたけれども、その中の１人の先生がこう

言っていらっしゃいました、我々教師には単式も

複式も関係ない。目の前の子供たちと向き合い、

最善を尽くすだけだ。そして地域とともに成長し

ていく学校をつくりたいと。地域の垣根を越えて、

市民、学校、教育委員会が目指すべき教育のあり

方を共有し、がっちりとスクラムを組み、まさし

くワンチームとなることが求められるんだと思

います。 

  そこで、教育長にお聞きします。 

  教育長が考える、米沢市が目指すべき教育とは

何かをお聞かせください。その思いが市民や保護

者に伝わらなければ、なかなかこの統廃合という

ものは進んでいかないのではないかと思います。

よろしくお願いします。 

○鳥海隆太議長 大河原教育長。 

○大河原真樹教育長 米沢市が目指している子供像

に「がってしない子ども」というのがあります。

少々のことでへこたれない子供をつくっていく

ということで、適正規模・適正配置ということで、
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がってしない子供、「人は、人を浴びて人になる」、

多くの人と子供たちをかかわらせたい、かかわら

せる中で子供がよりよい人格を形成していくと

思っています。そういう意味では、どんなことに

もへこたれない子供、どんなときでもひきょうな

ことをしない子供、素直でいることに心地よさを

感じる子供、こういう子供を育てていくために、

教職員一丸となって頑張っていきたいと思って

おります。 

○鳥海隆太議長 以上で19番古山悠生議員の一般質

問を終了いたします。 

 

 

 

  散    会 

 

○鳥海隆太議長 以上をもちまして本日の日程は終

了いたしました。 

  本日はこれにて散会いたします。 

 

  午後 ４時０９分 散  会 

 


